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平成２７年陸別町議会３月定例会会議録（第１号）

招 集 の 場 所 陸 別 町 役 場 議 場

開 閉 会 日 時 開会 平成27年３月10日 午前10時00分 議 長 宮 川 寛

及 び 宣 告 散会 平成27年３月10日 午後３時13分 議 長 宮 川 寛

応（不応）招議 議席 出席等 議席 出席等
員及び出席並 氏 名 氏 名
びに欠席議員 番号 の 別 番号 の 別

出席 ７人 １ 本 田 学 ○ ８ 宮 川 寛 ○

欠席 ０人 ２ 古 田 英 一 ○

凡例 ３ 多 胡 裕 司 ○

○ 出席を示す ４ 野 尻 秀 隆 ○

▲ 欠席を示す ５

× 不応招を示す ６ 村 松 正 敏 ○

公▲○ 公務欠席を示す ７ 河 瀬 洋 美 ○

会議録署名議員 多 胡 裕 司 野 尻 秀 隆

職務のため議場に 事務局長 書 記
出席した者の職氏名 吉 田 功 吉 田 利 之

法第１２１条の規定 町 長 金 澤 紘 一 教 育 委 員 長 石 橋 勉

により出席した者の 監 査 委 員 飯 尾 清 農業委員会長（議員兼職） 多 胡 裕 司

職氏名

町長の委任を受けて 副 町 長 佐 々 木 敏 治 会 計 管 理 者 芳 賀 均

出席した者の職氏名 総 務 課 長 早 坂 政 志 町 民 課 長 ( 芳 賀 均 )

産業振興課長 副 島 俊 樹 建 設 課 長 高 橋 豊

保健福祉センター次長 丹 野 景 広 国保関寛斎診療所事務長 ( 丹 野 景 広 )

総 務 課 主 幹 空 井 猛 壽

教育委員長の委任を 教 育 長 野 下 純 一 教 委 次 長 有 田 勝 彦

受けて出席した者の

職氏名

農業委員会会長の 農委事務局長 棟 方 勝 則

委任を受けて出席し

た者の職氏名

議 事 日 程 別紙のとおり

会 議 に 付 し た 事 件 別紙のとおり

会 議 の 経 過 別紙のとおり
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◎議事日程

日程 議 案 番 号 件 名

１ 会議録署名議員の指名

２ 会期の決定

３ 議 案 第 １ 号 陸別町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例

４ 議 案 第 ２ 号 平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第１２号）

平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算
５ 議 案 第 ３ 号

（第４号）

平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計
６ 議 案 第 ４ 号

補正予算（第５号）

平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３
７ 議 案 第 ５ 号

号）

平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４
８ 議 案 第 ６ 号

号）

平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第
９ 議 案 第 ７ 号

３号）

平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３
10 議 案 第 ８ 号

号）

◎会議に付した事件

議事日程のとおり
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開会 午前１０時００分

○事務局長（吉田 功君） 御起立願います。おはようございます。

町民憲章を斉唱いたします。

一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。

一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を育

てましょう。

一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。

一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。

一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。

御着席ください。

会議に入る前に、提案者から資料の説明があるということでございますので、お願いい

たします。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 資料の訂正と追加について、冒頭に御説明させていただきた

いと思います。

まず、事前に配付しました説明資料がありますけれども、それの目次で２３番の包括支

援センターの関係ですけれども、これは２３を２４に訂正をお願いいたします。それか

ら、その下の２４を２３に訂正をお願いいたします。

それで、その番号の説明資料をお開きいただきたいのですが、まず２３の１になりま

す。議案番号１８と書いておりますが、これは議案番号１９に訂正をお願いします。それ

から、資料ナンバー２４に議案番号１９とありますが、これ、１８に訂正をお願いいたし

ます。

それから、昨日配付させていただきましたけれども、まず修正版がお手元にあるかと思

います。この目次で、事前に配付しております４番の２６年度の町有林管理事業収支一

覧、それから３０番の２７年度町有林管理事業収支一覧、３２番の銀河の森の資料、それ

から４０番の新農業人の認定の資料、これについては修正版のほうで見ていただきたいと

思います。したがって、事前に配付しておりますこの番号の資料は使用しないということ

で御理解をお願いいたします。

それから、追加２ということで配付させていただいております。

これは、追加２ということで、これは１番から３番まで追加の資料として配付をさせて

いただいておりますので、御了承をお願いいたします。

以上であります。

────────────────────────────────────

◎開会宣告

────────────────────────────────────
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○議長（宮川 寛君） ただいまから、平成２７年陸別町議会３月定例会を開会します。

────────────────────────────────────

◎諸般の報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、諸般の報告を行います。

議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願い

ます。

なお、町長より地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、専決処分の報告について

２件が提出されており、これを報告済みといたします。

────────────────────────────────────

◎町長行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 町長から行政報告の申し出があります。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 本日までの行政報告を申し上げたいと存じます。

会議、行事等の報告等につきましては、記載のとおりでございます。

口頭で５件報告を申し上げたいと存じます。

最初に、除雪車両の事故につきまして、２件報告を申し上げます。

１件目、昨年１２月１８日木曜日、午前５時３０分ごろ、町内殖産の松坂宅への取りつ

け道路の除雪作業中に、町所有のショベルが松坂宅への引き込み電線を切断する事故があ

りました。事故の原因は、電線に除雪装置の一部が触れていることに職員が気がつかず作

業をしたことにより発生したものであります。事故後、すぐに町内電気工事業者に連絡を

しまして、約５時間後に復旧をいたしました。この事故によるけが人や建物等の破損はあ

りませんでした。なお、修繕に係る費用につきましては、予備費充当により措置をいたし

ました。

２件目についてでございますが、昨年１２月２２日月曜日、午前９時４５分ころ、町道

東１条２丁目通りと町道東１条仲通り交差点付近において、排雪作業中の町所有のショベ

ルのバケットが同じく委託業務により排雪作業をしていた株式会社渡邊組の車両に接触し

まして、右側フロントガラスなどを破損する事故が発生いたしました。事故の原因は、作

業中、後方の消火栓に気がつき慌てて前進し、ハンドルを切ったために発生したものであ

ります。この事故では、双方の運転手にけがはありませんでした。

なお、本件に係る修理費用等につきましては、補正予算を計上しておりますので御審議

のほどよろしくお願い申し上げたいと存じます。今後、このようなことがないように、安

全運転に徹するよう指導をしたところでありますが、まことに申しわけありませんでし

た。

３点目は、農協への優先出資の消却期日の延期について報告をいたします。
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平成２４年８月３０日に、陸別町農業協同組合に対し優先出資しました１億円の消却期

日は、本年３月末日までとなっておりましたが、本年１月１６日付で優先出資の消却期日

の延期に関する要望書が提出されました。内容について検討した結果、平成２７年８月３

１日まで消却期日を延期することといたしましたので御報告申し上げます。

４点目は、新帯広厚生病院の開院時期の延期について申し上げます。

２月９日に開催されました十勝町村会の総会におきまして、ＪＡ北海道厚生連の小野寺

会長から、帯広市内でグランドオープンを予定しておりました新病院の開院時期を、２０

１８年、平成３０年５月から同年１０月に５カ月間延期すると公表されました。延期の理

由につきましては、建築単価の高騰などであり、病床数なども見直す考えであることも報

告をされました。

次に、５点目にとかち広域消防事務組合の設立に向けた協議書の調印式について御報告

申し上げます。

２月２０日、十勝圏域の消防広域化で管内の市町村長が帯広市内に集まり、とかち広域

消防事務組合の設立に向けた協議書の調印式が行われました。新組合の設立許可は５月１

日を予定し、具体的な準備作業に入ることとなります。また、同日、十勝圏複合事務組合

の市町村長会議も開催されまして、６月２９日にとかち広域消防事務組合の議会を開催す

る予定とするスケジュール案などが協議されました。

以上で、行政報告を終わります。なお、配付をしてあります、事業、工事、業務の発注

一覧表につきましては、後ほど御参照いただければ幸いと存じます。

以上で終わります。

────────────────────────────────────

◎教育関係行政報告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 次に、教育委員長から教育関係行政報告の申し出があります。

石橋教育委員長。

○教育委員長（石橋 勉君）〔登壇〕 １２月定例会以降、本日までの主な教育関係の行

政報告を申し上げます。

書面の中から、１点について御報告いたします。

１月３日、平成２７年陸別町成人式をタウンホールで挙行いたしました。対象者は、２

９名のうち１９名が出席をいたしました。初めに式辞を述べた後、金澤町長と宮川議長か

ら心のこもったお祝いの言葉をいただきました。成人を代表して坂東孝太さんが、「社会

人としての常識、一人の人間としての良心、道徳心などを大切に、自分をしっかり持ち、

進んでいかなければならない」と成人の決意を述べました。

会場には、小学校時代の恩師や保護者の皆様も列席されまして、ともに新成人の門出を

お祝いしたところでございます。

以上で、教育関係の主な行政報告を終わります。
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○議長（宮川 寛君） これで、行政報告を終わります。

ただいまの報告に係る一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。

────────────────────────────────────

◎開議宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） これから、本日の会議を開きます。

────────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、３番多胡議員、４番野尻議員を指名します。

────────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定の件

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第２ 会期の決定の件を議題にします。

本件については、３月６日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議し

ておりますので、委員長より報告を求めます。

村松委員長。

○６番（村松正敏君）〔登壇〕 平成２７年陸別町議会３月定例会の運営について、３月

６日に開催しました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、その結果について

報告いたします。

今定例会において町長から事前に配付のありました議案は、補正予算７件、計画の策定

２件、条例の制定及び一部改正１０件、新年度予算７件で、合わせて２６件であります。

議会関係では、意見書案３件及び委員会の閉会中の継続調査についてを予定しておりま

す。

会期につきましては、議案の件数、内容等を総合的に勘案し、協議の結果、お手元にお

配りしております予定表のとおり、本日から３月１７日までの８日間とし、３月１４日、

１５日は休会とすることに決定いたしました。なお、３月１３日につきましては予備の日

として、予定表のとおり議事が進行しなかった場合に限り会議を開くことに決定しまし

た。

次に、議案の一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から、提案理由が

同一のものについて、議案第２号から議案第８号までの平成２６年度各会計補正予算７

件、議案第１６号及び議案第１７号の教育長の勤務に関する条例の制定関係２件、議案第

２０号から議案第２６号までの平成２７年度各会計当初予算７件を一括して説明を受ける

ことにいたしました。このうち、議案第１６号、議案第１７号の教育長の勤務に関する条

例については関連性が高いと判断し、質疑を一括とすることとし、他の予算関係の一括議
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案につきましては、質疑、討論、採決をそれぞれ別々に行うことにいたしましたので御了

承を願います。

以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては特段の御協力を申し上げ、報

告といたします。

○議長（宮川 寛君） お諮りします。

本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から３月１７日

までの８日間としたいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月１７日までの８日間とすることに決定しました。

なお、天候の状況によって、急遽、休会や開会時間の変更を要する場合には、議長によ

り判断したいと思います。御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

天候の状況による開会の変更については、議長により判断したいと思います。

────────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第１号陸別町障害者地域生活支援事業条例の一部を

改正する条例

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第３ 議案第１号陸別町障害者地域生活支援事業条例の一部

を改正する条例を議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第１号陸別町障害者地域生活支援事業条例の一部を

改正する条例についてでございますが、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援す

るための法律の改正に伴いまして、所要の改正を行おうとするものでございます。内容に

つきましては、保健福祉センター次長のほうから説明をいたします。御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） それでは、議案第１号陸別町障害者地域生活支

援事業条例の一部を改正する条例につきまして説明を申し上げます。

資料につきましては、説明資料ナンバー１番に新旧対照表が載ってございますので御参

照願います。

議案第１号陸別町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例。

陸別町障害者地域生活支援事業条例（平成１８年陸別町条例第２５号）の一部を次のよ

うに改正する。
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第１条を次のように改める。

第１条、目的です。

この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７

年法律第１２３号。以下「法」という。）第７７条の規定に基づき、障害者及び障害児が

その有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよ

う、利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障

害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず町民相互に人格と

個人を尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とす

る。

第２条に次の２号を加える。

１０号、成年後見制度利用支援事業。

１１号、その他町長が必要と認める事業。

附則。

この条例は、公布の日から施行する。

以上であります。

以後、御質問により答えてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。

○議長（宮川 寛君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 障がい者及び障がい児が社会的にも充実した生活が少しでも送れ

るようにということで、新たにこういう法律もできてきたのではないかと思いますが、陸

別町でその新しく事業として加えた中に成年後見制度利用支援事業とあります。陸別町の

状況はどのようなものなのか、ちょっとお知らせをいただきたいと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 陸別町の実態としましては、成年後見制度利用

支援事業というのは、まだ実態としては、これから条例を起こすわけですので、ないわけ

ですが、町内の障がい者、高齢者、その他たくさんいらっしゃいますけれども、所得が少

なくて、いわゆる後見制度を利用したいという方々がいらっしゃった、出てきた場合、裁

判所に申し立てをするにしても結構な費用がかかるということがあります。こちらにつき

ましては、一応基準を設けた低所得者の方に対して費用の支援をするというものでござい

ますけれども、陸別町で現在こういう支援を必要とされる方、いわゆる後見制度ではない

ですけれども、一般的に市民後見人とか、裁判所を通さなくても使えるような方々の利用

が必要だと思われる方々は、実際には、推計ですけれども、複数名はいらっしゃるという

ふうに考えております。ただ、本人からの申し立てもございませんで、実態として動くの

はなかなか難しいのですが、地域から声が上がってくれば動かなければならないというこ

とがあります。成年後見制度自体の利用支援にはまだ結びついてはいませんけれども、日

常生活の支援をするための事業というのが、社会福祉協議会がメーンとなって行う事業が
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ありまして、２８年度からできるような準備を今進めているところであります。

状況としては、以上であります。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 新しくこれの取り決めになりますと、陸別町ではたくさんの希望

者がいるということではないと思いますけれども、少なからず何人かはいらっしゃると、

そういう時期を迎えるようになると思うのですけれども、実状として陸別町で成年後見人

の講習会などいろいろと話題になって上がってきていますけれども、陸別町ではどのよう

な形で行われているのかお知らせください。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ２５年から市民後見人の養成を足寄町と共催で

行いまして、陸別町で今２４名の方が市民後見人の受講者、受講済者がいらっしゃいま

す。受講しただけでは、この方々のフォローアップにならないということで、フォロー

アップを２６年度も２回ほど行っております。今、２７年度も行う予定ではありますけれ

ども、そのほかに後見するための実施機関の立ち上げが必要になってくるというのがあり

ます。そちらにつきましては、今、社協をというふうに考えながら、立ち上げの準備会も

２７年度以降で積極的に行っていって、さらにフォローアップの研修等もしつつ、この活

動が柔軟に行えるように準備をしているところであります。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第１号陸別町障害者地域生活支援事業条例の一部を改正する条例を採決

します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎日程第 ４ 議案第２号平成２６年度陸別町一般会計補正予算

（第１２号）

◎日程第 ５ 議案第３号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘

定特別会計補正予算（第４号）

◎日程第 ６ 議案第４号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診
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療施設勘定特別会計補正予算（第５号）

◎日程第 ７ 議案第５号平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会

計補正予算（第３号）

◎日程第 ８ 議案第６号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別

会計補正予算（第４号）

◎日程第 ９ 議案第７号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特

別会計補正予算（第３号）

◎日程第１０ 議案第８号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別

会計補正予算（第３号）

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 日程第４ 議案第２号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第

１２号）から日程第１０ 議案第８号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）まで、７件を一括議題とします。

提案理由の説明を求めます。

金澤町長。

○町長（金澤紘一君）〔登壇〕 議案第２号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第１

２号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６億７,

７７４万９,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５３

億６,６５７万５,０００円とするものでございます。

続きまして、議案第３号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算

（第４号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ２,１２７万

１,０００円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億５,７１８万９,０

００円とするものでございます。

続きまして、議案第４号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第５号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額から、それぞれ４

５３万１,０００円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億２,０４４万

２,０００円とするものでございます。

続きまして、議案第５号平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ４１３万９,０００円

を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億１３３万５,０００円とするも

のでございます。

続きまして、議案第６号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ２９４万２,００

０円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億５４８万円とするものでご

ざいます。

続きまして、議案第７号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３
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号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額からそれぞれ９３万９,０００

円を減額いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２億７,９２５万４,０００円とす

るものでございます。

続きまして、議案第８号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号）についてでございますが、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ１８８万４,０００

円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４,２０６万４,０００円とするも

のでございます。

以上、議案第２号から議案第８号まで７件につきまして一括提案をしたいと存じます。

内容につきましては、副町長のほうから説明をいたします。御審議のほど、よろしくお

願い申し上げます。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） それでは、私のほうから議案第２号から８号まで一括して説

明をさせていただきます。

議案第２号平成２６年度陸別町の一般会計の補正予算（第１２号）は、次に定めるとこ

ろによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

繰越明許費の補正。

第２条、繰越明許費の追加は、「第２表繰越明許費補正」による。

債務負担行為の補正。

第３条、債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。

地方債の補正。

第４条、地方債の補正は、「第４表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、１９ページをお開きください。

１９ページ、歳出でありますが、前段に３点ほど申し上げたいと思いますが、まず１点

目は、特別会計も含めてですが、減額が主な要因になっております。これは２６年度中の

各事務事業の確定見込み、あるいは確定による減額が主な要因であります。

それから、２点目は報酬、職員の給料、手当、共済費、それらについては給与費明細書

が４７ページから４９ページにありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

３点目ですが、各科目の中で増額要因がございます。これは繰越明許費に係る事務事業

が主なものであります。これは国の地方創生に絡む先行型、あるいは消費喚起型の関係が

ございます。

それでは、まず追加資料１をお開きください。

追加資料の１は、ただいま申し上げました今回の補正に係る繰越明許費の資料ともなり

ます。地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業であります。
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まず上段は、地域消費喚起・生活支援型で、産業振興課の商工業担当が担いますが、プ

レミアム商品券の発行促進事業であります。これは商工会に対する補助金でありまして、

事業費としては１,０１０万円、この交付金７７０万８,０００円を充当して、一般財源と

道が２３９万２,０００円となります。なお、今回の繰越明許費に係るプレミアム商品券

については、町が２０％、北海道が５％の２５％のプレミアをつけます。夏は２,０００

万円、冬は２,０００万円、合わせて４,０００万円の予定であります。１セット１万円で

ありますので、１セット当たり１万２,５００円となります。それで、金額の１,０１０万

円の内訳は、プレミアの分でありまして、町が２０％分の８００万円と事務費の１０万

円、それから北海道の５％分２００万円であります。北海道の２００万円については、一

般財源プラス道と書いてありますが、この中に２００万円が含まれております。

この地域活性化の交付金事業については、ハード事業は対象外ということで内閣府のほ

うからも通知が来ております。それから、地方版総合戦略先行型でありますけれども、ま

ず町民課の広報担当ですが、観光振興事業、これは市街地空撮ということで、イベントな

ど陸別町をＰＲするということで５回分を見ております。事業費が５０万円で、交付金の

充当が３２万円、一般財源が１８万円と。

それから、その下、産業振興課の林業担当の森林未立木地対策事業でありますが、これ

は町有林の拡大事業でございます。これは森林組合に委託するわけですが、事業費が１２

７万４,０００円、交付金が８３万円、一般財源が４４万４,０００円であります。その

下、総務課の企画財政、移住ワンストップ窓口事業、これは交付金でありまして、陸別移

住を応援する会のほうに８０万円の事業でありますが、そのうち交付金は５２万円の充当

となります。

その下、同じく総務課企画財政の起業化支援事業、これはまちづくり事業補助金であり

まして、現在、商工会で建設しておりますところに入ります不在業種、町民アンケートの

中でも出ておりましたけれども、整骨院、薬局、おすし屋さん、この３件に２００万円の

補助金を、合わせて６００万円、交付金は３９０万円となります。

それから、同じく総務課企画財政室の地域総合戦略策定事業、これは報償費、旅費、需

用費、負担金でありますが、検討会を５回ほど予定しております。その事業費が６２万

５,０００円の交付金が４１万円。

それから建設課建築担当の太陽光発電施設設置助成事業、補助金１件５０万円、交付金

が３３万円と。それから、総務課の企画財政室の地域チャレンジプロ推進事業。これは薬

用植物の調査研究でありまして、２２６万５,０００円、交付金が１４７万円でありま

す。

それから、保健福祉センター福祉担当の乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業、これは２歳

児までのごみ袋の支給でありまして、２５世帯分１８万円、交付金が１２万円でありま

す。

それから、産業振興課商工業担当のふるさと雇用対策事業。まず、緊急雇用１５０万円
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の９７万円の交付金ですが、これは４月、５月の仕事のつなぎということで２カ月分の事

業であります。

それから、町内正規職員雇用促進事業１６８万円、交付金が１０９万円。これは、町内

の非正規職員から正規職員にするという内容でして、７万円の１２カ月の２人分でありま

す。

それから、産業振興課農業担当農業振興地域整備計画、農振計画の見直しに係る航空写

真の撮影業務でありまして２６９万円、交付金が１７５万円であります。

同じく、その下の産業振興課農業担当のめぐり会い交流事業、仮称でありますけれど

も、これは婚活事業でありまして、農推協への補助金であります。１００万円で、充当交

付金が６５万円。

それから、産業振興課加工センターの農畜産物製造販売推進事業であります。これはア

ドバイザーの賃金、旅費ですが９３万１,０００円。これは６１万円の交付金でありま

す。

それから、同じく産業振興課林業担当の森林被害保護対策事業、野ネズミ駆除でありま

すけれども、これは２回実施しますが、これは補助金であります。７２４万９,０００

円、４７１万円の交付金を充てると。

それから、同じく産業振興課商工業担当の商業活性化施設整備事業、これは共有部分と

交流スペース部分の補助金、備品あるいは消耗品の購入に係る補助金が９９９万円で、交

付金が６４５万９,０００円でありまして、トータル事業費が３,７１８万４,０００円で

す。交付金が２,４１３万９,０００円、消費喚起と合わせて３,１８４万７,０００円とな

ります。なお、この交付金の限度額通知が、国から通知があったのが２月１０日というこ

とであります。

参考までに予算書のページ数を申し上げていきます。

消費喚起については、予算書の３７ページになります。それから、観光振興事業は２０

ページになります。その下が、２１ページ、２２ページです。その下が、２３ページ。起

業化も２３ページ。それから、地域版の総合戦略策定が２２ページ。太陽光の補助金が２

３ページ。チャレンジプロが２４ページから２５ページ。紙おむつについては２９ペー

ジ。商工業担当のふるさと雇用が３３ページ、その下も３３ページ。農振の空写も３３

ページ。それから、めぐり会い交流事業も３３ページとなります。それから、加工セン

ターのほうは３５ページになります。野ネズミ駆除については３６ページ、商工会の補助

金については３７ページとなります。

なお、これは新年度予算を確定させて、それからこの計画書を国に出しておりまして、

今、事前協議中であります。ただ、新年度予算を確定してこの補助予算を出しております

ので、今週中には事前協議が整うと国からの連絡も入っておりますので、今後その協議が

整ったことによって補正予算の組みかえが出てくると、そういったことで御了承をいただ

きたいと思っております。つまり、この補正予算と今後説明する新年度予算との組みかえ
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が、今後、補正予算として出てくるということになりますので、そこら辺、御了承をいた

だきたいと思っております。

それでは、予算書１９ページにお戻りください。

まず、１款議会費でありますけれども、報酬、職員手当、これは議員に係る分でありま

すけれども、これは昨年亡くなられた七戸議員に係る分の減額。それから、９節旅費につ

いては、道外視察などの確定による減額７２万３,０００円であります。

２款総務費１項総務管理費１目一般管理費４節の共済費、それから７節の賃金２５８万

円の減額。共済費の４８万３,０００円の減額は、臨時職員の確定見込みによる減額とな

ります。それから、９節旅費３３万円の減額は、特別旅費については職員の研修旅費の減

額２１万５,０００円、それから、普通旅費で確定見込みによる１１万５,０００円の減額

となります。

次のページ、２０ページですが、１１節需用費６４万５,０００円は庁舎用の消耗品の

確定見込みによる減額。委託料１１万８,０００円の減額は、職員健康診断、特に臨時職

員の減に伴う１１万８,０００円の減額。１４節使用料及び賃借料５１万６,０００円の減

額は、コピー機９台分の確定見込みによる減額。１９節負担金補助及び交付金５０７万

３,０００円の減額。これは自治体情報システム協議会の負担金でありますけれども、通

常分の情報システム協議会の負担金については確定見込みにより７１万２,０００円の減

額となります。それから、昨年の３月で議決をいただきました当初予算でマイナンバー制

度のシステム改修の予算を見ておりましたけれども、国のほうから２７年度への先送りと

いうことで４３６万１,０００円ほどが減額となっております。

２目の文書広報費委託料３９万円の増は、まずは防災無線の保守管理、これは確定見込

みによる減額１１万円と、先ほど説明した画像、イベントＰＲ用の航空写真５０万円、こ

れは繰越明許費になります。

５目の財産管理費、１２節役務費、手数料、車両検査等。これは今年度、車２台を購入

しましたけれども、その確定による減額７万２,０００円。それから、１３節委託料４６

万４,０００円の減額は地籍図修正ですが、これは入札執行残となります。１５節工事請

負費３４４万９,０００円の減額は、ほとんどが入札執行残となります。

まず、２１ページですが、建物解体９９万９,０００円の減額。これは、栄町の旧マル

ハヤドライブインの、それから旧呉服店の解体、合わせて大通旧セイコーマート店舗の解

体と大通トイレの解体の執行残です。それから、福祉館改修は、これも入札執行残であり

まして、ルナコートの屋根塗装ですとか旧中斗満小学校の書庫改修の確定減。庁舎改修２

３万２,０００円は非常用照明バッテリーの入札執行残、住宅改修５０万６,０００円の減

額は旧医師住宅の改修の執行残であります。それから、工作物解体撤去１２３万２,００

０円の減額は、これも入札執行残ですが、旧ふるさと銀河線の第１６、第１７利別川橋梁

撤去２橋に係る執行残であります。それから、１８節備品購入費８万１,０００円の減

額、これは公用車２台の購入に係る執行残であります。それから、２５節積立金６,８５
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７万３,０００円ですが、基金の一覧は資料のナンバー２に２６年度の積み立て金の状

況、２６年度末見込みをつけておりますので後ほどごらんをいただきたいと思いますが、

まず、ふるさと整備基金積立金１０２万円、これは利子分が１３万円と寄附１１件、８９

万円であります。それから、いきいき産業支援基金積立金は利子３万円、ふるさと銀河線

跡地活用等振興基金は利子分で４万９,０００円の減額、町有林整備基金積み立てで利子

２,０００円、それから、給食センター管理運営基金６,７５７万円の積み立てでありま

す。この６,７５７万円の中には、寄附１件、２０万円も含んでおります。

それから、６目の町有林野管理費９節の旅費６万８,０００円。これは、地方創生の町

有林拡大に係る旅費であります。それから、需用費の４万１,０００円の減額、それから

役務費の３９万７,０００円の減額、それから委託料の造林単独事業２９０万６,０００

円、野そ駆除１０万７,０００円、それから使用料の作業機械借り上げ料の９万５,０００

円の減額。それから、原材料費の１７万９,０００円の減額は、それぞれ確定見込みによ

る減額となります。

それで、１３節委託料の中で、森林現況調査業務１２０万６,０００円、これは先ほど

説明しました地方創生に係る町有林拡大事業の委託料でありまして、面積としては３０ヘ

クタール分となります。それから、１７節公有財購入費６１万３,０００円、これは資料

５に箇所図を添付しておりますけれども、これは町有林として購入する予定の土地であり

まして、面積としては７万５,０００平米です。

それから、企画費の１節報酬１１万７,０００円は、まちづくり推進会議委員の報酬確

定見込みの減。それから、８節報償費１５万３,０００円、謝礼金。９節旅費３８万４,０

００円。１１節需用費９万６,０００円の減額のうち、消耗品５万円、それから食糧費８,

０００円。それから、次のページの１９節負担金補助及び交付金の会議費負担金３万円。

これは地方版総合戦略策定事業に係る６２万５,０００円となります。それから、需用費

の燃料費、確定見込みによる１５万４,０００円の減額。負担金で、まず通学定期差額補

助事業２１１万８,０００円の減額ですが、当初４５人の高校生で計上しておりましたけ

れども、最終的に３３人の見込みということで、マイナス１２名分の減額となります。そ

れから、補助金のまちづくり事業３３５万円。これは先ほど説明しました不在業種の６０

０万円、繰越明許事業ですが、それとまちづくり補助金の減額分２６５万円を引いた３３

５万円となります。太陽光発電、これは２件１００万円ですが、うち１件については繰越

明許事業、地方創生に係る５０万円となります。それから交付金の移住交流対策事業８０

万円、これも繰越明許費でありまして、地方創生に係る分。サマーｉｎについては、確定

による減額１１万４,０００円です。

それから、１１目交流センター管理費、これについては事業確定による、あるいは事業

確定見込みによる減額となります。需用費で燃料費７７万２,０００円の減額。委託料で

交流センター設備保守管理の減額。それから、宿泊研修施設管理２８０万１,０００円の

減額は、利用者が落ちているということで減額となります。それから、１５節の工事請負
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費の施設設備改修６４万９,０００円の減額は自家発電装置の入札執行残となります。

それから、次のページ、銀河の森管理費１３節委託料１１万９,０００円の減額。ま

ず、施設設備改修２５万７,０００円の減額は銀河の森の専用水道に係る入札執行残とな

ります。それから、コテージ村管理については、１３万８,０００円の追加補正となりま

すが、利用者がふえてきておりまして、当初６３６棟で見ておりましたけれども、見込み

として６６２棟になるということで、当初から見ると２６棟の増で１３万８,０００円と

なります。

それから、１３目の地域活性化推進費２８１万９,０００円の減額でありますけれど

も、まず４節の共済費３５万３,０００円、社会保険料等は酪農支援員一人分の欠員に

なっている分、それから、新規事業支援員の４月分１カ月分、合わせて３５万３,０００

円の減額。７節の賃金３２０万３,０００円は、臨時作業員賃金は確定による減額２０万

３,０００円。地域おこし協力隊賃金、まず商工支援員が昨年の８月１２日から２月まで

の分で減額、それから、酪農支援員が欠員になっておりますので、昨年１２月で落として

いますけれども、酪農支援員の欠員分について１２月から２月までの３カ月分の減額、そ

れから新規事業の４月分１カ月分の減額、合わせて２６２万円の減額です。それから、住

居手当１０万２,０００円の減額については、酪農支援員の欠員１名分の３カ月分の減

額。それから、新規事業推進員の４月、５月、２カ月分の減額です。時間外勤務手当につ

いては、商工支援員の減額分であります。それから、車両手当、これは酪農支援員２名分

の減額であります。それから、９節の旅費２５万４,０００円は、まず地方創生、薬用植

物調査研究で９０万９,０００円、そして、確定見込みによる減額６５万５,０００円の差

し引き２５万４,０００円の補正となります。それから１１節７５万５,０００円は、まず

消耗品費で、酪農支援員に係る分の減額が１５万９,０００円。それから、地方創生先行

型の薬用植物調査研究用が８５万６,０００円、差し引き６９万７,０００円の補正。それ

から、燃料費についても薬用植物研究用の燃料費５万８,０００円となります。それか

ら、１２節役務費３８万９,０００円の減額。通信運搬費で、これは陸別百恋水の送料の

減、確定見込みによる７万８,０００円の減額となります。次のページ、手数料、講習手

数料ですが、酪農支援員二人の大型免許建設機械の講習の受講料を見ておりましたけれど

も、時期がずれておりまして、未執行ということで減額となります。

それから、１３節委託料６万３,０００円の減額。これは加工センターにある薬用植物

の畑での整備の減額、確定見込み減額６万３,０００円です。それから、１４節で１０万

７,０００円ですが、使用料、有料道路通行料５万３,０００円。それから、車両借り上げ

料１万１,０００円、これも薬用植物研究に係る、地方創生に係る予算であります。それ

から、作業用機械借り上げ料４万３,０００円も同様であります。それから、１８節備品

購入費９万３,０００円、これは事務用備品、酪農支援員の欠員１名分のパソコン１台の

減額。作業用備品として、ミニ耕うん機１台２２万４,０００円、これも薬用植物研究の

繰越明許事業であります。それから、１９節２万円の減。これは技能講習受講料の減額で
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あります。

次、２６ページになります。

４項選挙費４目の衆議院議員選挙費、これは１２月１４日に執行しました総選挙の確定

による報酬から役務費までの減額となります。

それから、２７ページ、６項監査委員費１目の監査委員費、旅費については確定見込み

による減７万３,０００円。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉費１節の報酬９万２,０００円の減額は、保

健・医療・福祉サービス検討会議、当初５回見ておりましたけれども、２回で終わったと

いうことで３回分の減。それから、職員手当２７万９,０００円の減額は、確定見込みに

よる減額。それから、７節の賃金１５万９,０００円と需用費の１０万７,０００円の減額

は、臨時福祉給付金事業の確定見込みによる減額となります。８節の報償費は手話通訳

者、要約筆記者の利用がなかったということで３万５,０００円の減額。旅費について

は、確定見込みによる８万円の減額となります。

次のページ、１２節役務費、通信運搬費６万４,０００円の減額と口座振替手数料１万

９,０００円の減額。これは、臨時給付金事業の確定による減額。それから、主治医意見

書料５万１,０００円の減額は、当初２５人見ておりましたけれども、２１名ということ

で、４名の減となります。１３節委託料、手話通訳者・要約筆記者派遣ですが、これも利

用がなかったということで減額となります。１９節負担金補助及び交付金、臨時福祉給付

金５３１万円の減額、その下の子育て世帯に対する臨時特例給付金７６万円の減額、これ

ら二つについては歳入も同額減額しております。

それから支援費、扶助費ですが、９３２万６,０００円の減額でありまして、まず地域

生活支援費１９万２,０００円の減額は、当初１１人見ておりましたけれども、８人とい

うことでマイナス３人分。それから、障害者介護給付費、障害者訓練等給付費、それから

身体障害者更生医療給付費、これらについてはそれぞれ確定見込みによる減額となりま

す。それから、相談支援給付費１０７万６,０００円の追加でありますが、これは資料ナ

ンバーの６の１、２につけておりますので後ほどごらんをいただきたいと思いますが、大

きな内容としては障害者サービスを受けている人を対象に個人面談をして個人別の支援プ

ランを策定するという内容のものです。施設に入って利用している方は１年に１回実施を

するということと、在宅者については６カ月ごとに実施をするという内容のようです。こ

の事業については、既に既定予算内で執行しておりますので、予算が不足する分、今回追

加で補正を上げさせていただいております。

それから、次の２９ページの身体障害者補装具交付費３１万５,０００円の減額は、当

初７人でしたが４人に決定ということで３人分の減額。繰出金３,０２８万３,０００円

は、国保会計への繰出金が３,０１６万円、介護保険会計への繰出金が１２万３,０００円

であります。

それから、２目の老人福祉費７節の賃金２０万円。これは臨時介護認定調査員の確定見
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込みによる減額。需用費７１万１,０００円の減額は、燃料費で老人健康増進センターと

高齢者交流センターの燃料費の減額。それから、委託料、高齢者在宅生活支援事業、これ

については入札執行残２０万４,０００円の減額。

それから、１９節負担金補助及び交付金１４９万７,０００円。これはデイサービスの

運営費でありまして、資料ナンバー７をお開きください。

資料ナンバー７は、２６年度におけるデイサービスセンター利用者の見込みの一覧であ

りまして、増減でいきますと人数は２５人とふえておりますが、要介護度４の利用者が落

ちて、その分、要支援１から介護度３のほうでふえて、トータルとしては２５人の増と。

利用日数については６２日の減となります。デイサービスセンターの補助金ですが、当初

予算では８５６万１,０００円を見ておりましたが、今回補正で１４９万７,０００円、合

わせて１,００５万８,０００円の補助金となります。

予算書のほうにお戻りください。

２０節扶助費９５８万２,０００円、これは老人福祉施設入所措置費でありまして、町

外の施設に入られている方が当初１１人でしたが８名に落ちている３人分の減額９５８万

２,０００円となります。

それから、２項児童福祉費、児童福祉総務費、需用費１８万円。これは先ほど説明しま

した地方創生先行型の繰越明許事業でありますけれども、乳幼児の紙おむつのごみ袋の支

給事業であります。それから、１９節で１４４万３,０００円の減額。これは、情報シス

テム協議会ですが、子ども子育て支援システムの負担金でありますけれども、これは確定

による減額であります。

それから、児童福祉施設費１５節工事請負費、これは陸別保育所改修、これは給食の搬

入口の改修工事の入札執行残であります。

○議長（宮川 寛君） １１時２０分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時０５分

再開 午前１１時２０分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） まことに申しわけないのですが、資料の訂正をお願いいたし

ます。

資料ナンバー７番のデイサービスの利用者数見込みでありますけれども、変更後の日数

の合計が３,１０２とありますが、これを３,０２４に訂正をお願いいたします。

そして、増減の日数の合計ですが、６２日の減となっておりますが、これを１４０日の

減に訂正をお願いいたします。

それでは、予算書のほうで引き続き説明をさせていただきたいと思います。

３０ページ、衛生費の１項保健衛生費１目の保健衛生総務費、給料６８万２,０００円

の減額、手当２万６,０００円の減額につきましては、保健師一人が昨年の暮れから育児
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休業中でありまして、それに係る減額となります。１９節負担金補助及び交付金１６万

３,０００円は、十勝圏複合事務組合帯広高等看護学院の負担金の追加であります。

それから、２目の保健衛生施設費１１節需用費１６６万１,０００円の減額は、保健セ

ンターの燃料費の減が要因であります。１３節委託料、公衆浴場等の管理４万８,０００

円の減額は入札執行残であります。

それから、次のページの予防費の委託料１１１万円の減額。これは各種検診事業の確定

見込みによる減額でありまして、資料は８の１から８の４をつけておりますので、後ほど

ごらんをいただきたいと思います。

４目の環境衛生費７節の賃金４万５,０００円の減額。それから、１１節需用費７万６,

０００円の減額。これは、賃金については墓地の草刈りなどの確定による減額。燃料費は

火葬場の確定見込みによる減額となります。１３節委託料４２万５,０００円の減額。墓

地周辺整備及び清掃、これについては入札の執行残１２万３,０００円の減額。火葬業務

３０万２,０００円の減額。これは確定見込みによる減額となります。

それから、５目診療所費繰出金、これは直診会計への繰出金１,０８０万２,０００円の

減額であります。

２項の清掃費１目の清掃総務費１９節の負担金補助及び交付金、十勝環境複合事務組合

１１万４,０００円の追加でありますけれども、これはし尿処理の増に伴う追加の負担金

となります。それから、２目の塵芥処理費２６万円の需用費の補正ですが、消耗品で９万

５,０００円、これは指定ごみ袋の購入の増に伴う追加です。それから、印刷製本費３万

３,０００円は、粗大ごみ用のシール作成に伴う追加となります。

それから、次のページ、修繕料１３万２,０００円は、ストックヤードの修繕に伴う追

加の補正です。１３節委託料、施設周辺整備７３万３,０００円の減額ですが、実は昨

年、ごみ処理場施設の水が出ないということで、昨年の６月に補正をさせていただきまし

た。その後、状況を見ていますと少しずつ水が出てきて、最終的には、７月３日にはもと

の状態に戻ったということで、自然的に復旧したということで、その予算全額が未執行と

いうことで減額になります。それから、１９節負担金補助及び交付金、池北三町行政事務

組合ですが４２万５,０００円の確定見込みによる減額。

それから、３項水道費２目の水道費２８節繰出金４４万７,０００円は、簡易水道事業

特別会計への繰出金となります。

５款労働費１項労働諸費１目の労働諸費、委託料、実施設計３２万１,０００円の減

額。これは、（仮称）移住産業振興研修施設の入札執行残です。１９節負担金補助及び交

付金４万６,０００円の減額、これは補助金、次のページ、振動病予防対策事業４万６,０

００円の減額は、当初５５人見ておりましたけれども４５人ということで１０人分の減額

であります。

それから、緊急雇用対策費７節賃金１１３万９,０００円の減額。これは臨時職員です

が、当初予算において、若年層の雇用対策ということで２００人工分を見ておりましたけ
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れども、募集をしましたけれども応募者がなかったということで減額となります。１３節

委託料１５０万円。これは緊急雇用対策事業でありまして、４月から５月の仕事のつなぎ

ということで、これは地方創生先行型の繰越明許事業になります。

それから、雇用再生対策費１９節１６８万円の補正。これは補助金でして、これも同じ

く地方創生先行型繰越明許事業であります。事業者雇用促進事業で、町内正規職員雇用促

進事業であります。二人の７万円の１２カ月分となります。

それから、６款農林水産業費１項農業費３目の農業振興費１３節委託料２６９万円。こ

れは農業振興地域整備計画変更事業でありまして、これは航空写真撮影です。これは地方

創生先行型の繰越明許事業となります。１４節使用料及び賃借料４万３,０００円の減

額。これは、航空機使用料でして中山間事業であります。それから１９節負担金補助及び

交付金１１万１,０００円の減額ですが、まず補助金、農林推進協議会運営事業１００万

円、これは地方創生先行型の繰越明許事業でありまして、婚活、（仮称）めぐり会い交流

事業であります。

次のページ、農地情報管理システム整備事業５２万４,０００円ですが、これは２７年

度に農振計画の見直しを行うために北海道土地連からの農地共有化データを更新をしない

ということで、全額減額となります。それから、経営所得安定対策直接支払推進事業１２

万５,０００円の減額は、確定見込みによる減額。青年就農給付金７５万円、これは新規

就農総合支援事業でありまして、１年間分でいけば１５０万円なのですが、この半分７５

万円については国の補正によりまして、２７年度の上半期分をことしの３月末までに支払

うということで今回補正となります。なお、２月１８日の説明のときには繰越明許と言い

ましたけれども訂正をさせていただきます。それから、陸別町農業近代化資金利子補給事

業３１万３,０００円は、スーパーＲ資金の１１号に係る予算となります。それから交付

金、中山間地域直接支払事業１５２万５,０００円の減額。これは草地面積が１０１.６７

ヘクタール落ちたということで、その減額分。

それから、４目の畜産業費１９節負担金補助及び交付金、畜産クラスター事業６億４,

３４３万９,０００円。これは、歳入同額が入りますけれども、資料ナンバー９をお開き

ください。

資料ナンバー、まず９の１は、陸別町酪農畜産クラスター協議会というのをことしの１

月１３日に設立しました。会長は、西岡農協組合長であります。この協議会をつくること

によって、国の補助金が有利に受けられると、そういう内容でありまして、事務局は町の

産業振興課となります。まず、これはここに書いてあるとおり、経営主の高齢化や後継者

不足、経営弱者などの離農に歯どめをかけ、持続可能な陸別農業を目指すということで、

陸別町酪農畜産クラスター計画というのをつくっております。ここに記載の団体が構成と

なっておりまして、下のほうに実証内容、効果、それから地域全体でということで、地域

の収益性を向上させると。生乳出荷額も３億７,５０７万８,０００円増の目標、それから

子牛生産効果４,２１８万円の増、飼料節減効果１億５,９３７万５,０００円と見込んで



― 21 ―

おります。

次の９の２をお開きください。

９の２は、協議会の規約の抜粋でありまして、第１条から第５条までを抜粋しておりま

す。名称は、第１条で陸別町酪農・畜産クラスター協議会。事務所は、陸別町役場内に置

く。第３条の目的でありますけれども、陸別地域の酪農・畜産の収益性の向上に向けた計

画・目標の策定及び目標達成のための取り組みを推進することを目的とするということ

で、収益性の向上達成のために国の畜産クラスター関係の補助事業を活用する場合にあっ

ては趣旨及び目的を鑑み、国事業全体を取りまとめるなど事業を円滑にし、関係者が陸別

地域における酪農・畜産の収益性の向上の実現に向けた取り組みを行うということであり

ます。事業としては、第４条で第１号から第４号までここに記載のとおりであります。第

５条は構成でありまして、第１号の陸別町から第１８号の陸別町農業協同組合女性部ま

で、この協議会の構成メンバーとなっております。

９の３をお開きください。

まず９の３については、実際に実施する事業の内容でありまして、事業名が畜産競争力

強化対策緊急整備事業、事業実施主体名は株式会社ユニバースということで、現在３戸の

農家で設立を予定しております。メニューとしては、畜産収益力強化対策事業。事業内容

としては、家畜飼養管理施設、フリーストール牛舎１棟、搾乳ロボット６台、スラリース

トア２基。搾乳牛については５００頭を目標としております。全体事業費につきましては

１３億８,９８２万８,９９６円、補助金については６億４,３４３万９,０００円、これは

補正額であります。これは国から同額が入ってきます。その他としては７億４,６３８万

９,９９６円ということで、これは事業実施主体が借り入れなどを行う予定であります。

補助金交付の流れにつきましては、ここに書いてあるとおり、国から道に入って陸別町に

入ります。陸別町から協議会に補助すると。予算としては、歳入で畜産収益力強化対策事

業補助金６億４,３４３万９,０００円。それから、歳出も畜産クラスター事業補助金とし

て同額であります。これは繰越明許費となります。

それと関連しますので、資料ナンバー１１をお開きください。

資料ナンバー１１は土木費のほうになりますけれども、ここに（株）ユニバース予定地

ということで、地番トマム幹線２４の１から３、そして科目で８の２の４、町道殖産４号

線、８２０メートルということで今回補正で上げておりますけれども、測量設計、用地確

定測量で１,２００万円を計上しております。これも繰越明許費となる予定であります。

それでは、予算書のほうにお戻りください。

５目の農地費１３節委託料、農業用施設維持管理１１万４,０００円の減額。これは入

札執行残。

６目の営農用水管理費、委託料２７万２,０００円の減額。施設等改修９万１,０００円

の減額。施設保全作業１８万１,０００円の減額。これはそれぞれ入札執行残と確定見込

みによる減額。備品購入費で８万３,０００円の減額。これは水道メーターの更新であり
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ますけれども、入札執行残となります。それから、１９節負担金補助及び交付金で５５万

円の減額。これは、道営土地改良事業地元負担金５５万円の減額ですが、これは第２トラ

リ地区の事業費確定による減額です。

資料ナンバー１０をお開きください。

資料ナンバー１０は、第２トラリ地区の事業計画でありまして、下の表、Ｈ２６通常分

とあります。事業費８,０００万円となっておりますが、当初、これは８,２００万円であ

りました。そして、事業費の町負担分が２,２００万円とありますが、当初は２,２５５万

円でありました。この５５万円の減額となります。

次、公共草地管理費、賃金８万１,０００円の減額。これは確定見込みによる減額。１

３節委託料５万８,０００円の減額。これは農業用施設維持管理で、トラリ水源地の土砂

上げに係る確定減となります。それから、工事請負費８万５,０００円の減額は、これは

入札執行残でありまして、トラリ草地の配電線路の改修工事の残８万５,０００円の減

額。

８目の農畜産物加工研修センター管理費、賃金７２万円の追加。旅費で２１万１,００

０円の追加。これは、地方創生の先行型、アドバイザーに係る賃金と旅費でありまして、

これも繰越明許事業となります。

２項の林業費１目の林業振興費、賃金６万７,０００円の減額は確定による減額。工事

請負費、治山工事、これは上陸別地区の工事でありまして、これは入札執行残となりま

す。賃金も上陸別地区の執行残となります。１９節負担金補助及び交付金、森林整備担い

手対策推進事業１０万８,０００円の減額は、当初６０人を見ておりましたけれども、５

５人ということで５人分の減額。

次のページ、森林保護事業の野ネズミ駆除７２０万９,０００円、これは２回実施しま

すが、これは地方創生に係る事業７２４万９,０００円と２６年度の野ネズミ駆除の確定

減４万４５６円の減額、この差し引き７２０万９,０００円の補正です。それから民有林

造林促進事業１４９万５,０００円。それから、一つ飛んで未来につなぐ森づくり推進事

業２２３万円の減額。これはそれぞれ確定見込みによる減額。真ん中の林業長期就労促進

担い手対策事業は５万３,０００円の減額ですが、これは３人見ておりましたけれども２

名ということで一人分の減となります。それから狩猟費、賃金１３６万６,０００円の減

額。これは、有害鳥獣に係る確定見込みによる減額。

それから、林道新設改良費。まず、旅費の２１万８,０００円の減額。需用費の２万８,

０００円の減額。林道開設工事１,２０３万５,０００円の減ですが、これは林業専用道勲

祢別線の開設工事の事業確定に伴うそれぞれの減額となります。

１３節委託料２０万４,０００円の減額は、林道維持管理で入札執行残２０万４,０００

円の減額。１５節で林道工事ですが、まず、林道のり面補修工事１０万８,０００円の減

額、林道維持管理工事８万４,０００円の減額。それから、林道改良工事２２３万２,００

０円の減額。これは、それぞれ入札執行残ですが、その下の林道改良工事はポントマム川
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沿線の入札執行残が２２３万２,０００円であります。

次、商工費になります。２目の商工振興費１９節で１,９３０万５,０００円の補正でし

て、内容としては、まず補助金で商工振興事業９３１万５,０００円ですが、まず、プレ

ミアム商品券の繰越明許分、これが１,０１０万円あります。それから、２６年度分の確

定による減額が７８万５,５００円、差し引き９３１万４,５００円となります。それか

ら、商業活性化施設整備事業９９９万円、これは地方創生に係る繰越明許事業でして、商

工会への補助金ですが、今、建設しております施設の共有部分、交流スペース分の備品購

入に係る補助金であります。資料は追加資料２の１をお開きください。

追加資料２の１になります。

追加資料２の１は、商工会商業活性化施設備品、消耗品的なものを含むということで一

覧を載せております。上から、風除室、収納庫、１階の廊下１、管理室、それと右側の２

階テラス、これらについては共有部分となります。交流スペース分となるのは、この書い

てあるところと厨房に係る分、これも交流スペース分ということになります。

予算書の３７ページにお戻りください。

３目の観光費、負担金補助及び交付金ですが、観光協会の補助金６万７,０００円の減

額は観光ＰＲ活動でして、東京都あるいは札幌に町と振興公社と町一体で行くということ

でしたが、確定見込みによる減額６万７,０００円であります。

それから、４目の公園費、工事請負費９万円の減額。これは、イベントセンターの屋外

散水栓の更新に係る執行残となります。

それから、土木費１目の道路橋りょう総務費、役務費３０万円の減額。これは、車両検

査等で確定による減額。１３節委託料１２万８,０００円ですが、測量試験費、これは町

道南トマム２号線支線の用地確定測量入札執行残となります。１２節補償補塡及び賠償金

２１万９,０００円、道路事故でありますが、これは先ほど町長の行政報告で口頭の説明

ありました１２月２２日の排雪中の事故に係る賠償金となります。

２目の道路維持費１５節工事請負費６万４,０００円の減額。これは入札執行残となり

ます。１７節の公有財産購入費１４万９,０００円の減額。これは土地購入費でありまし

て、３カ所分の確定の面積の減による減額１４万９,０００円であります。

３目橋りょう維持費１３節委託料３１万２,０００円の減額。これも入札執行残です

が、若葉橋の調査設計の入札執行残です。

それから、４目道路新設改良費１３節委託料１,１４３万４,０００円ですが、測量試験

費ということで、これは東１条仲通りの測量設計、それから川向伏古丹連絡線の測量設計

の減額が５６万６,０００円。それから、先ほど資料ナンバー１１で説明しました殖産４

号線の測量設計用地確定測量で１,２００万円。これは繰越明許費になりますが、この差

し引き１,１４３万４,０００円であります。それから、１５節工事請負費８０万３,００

０円の減額。これは、元町１号通りの入札執行残です。

それから、３項河川費１目の河川総務費、委託料３５万７,０００円の減額。これは河
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川管理でして入札執行残であります。

４項住宅費１目の住宅管理費１３節委託料８万５,０００円の減額。これは、緑町の支

障木伐採ですとか草刈りなどの確定による減額。それから、１５節工事請負費６５万４,

０００円の減額。これは公営住宅の改修、入札執行残６５万４,０００円であります。

２目の住宅建設費１３節委託料４９万８,０００円の減額。実施設計の入札執行残であ

ります。これは新町団地Ｍ棟、Ｎ棟の２棟４戸分です。それから１５節工事請負費４７万

２,０００円の減額。まず、建物解体工事で３７万円の減額。これは新町団地Ｓ棟、Ｔ

棟、２棟８戸分の入札執行残。それから外構工事１０万２,０００円の減額は、新町団地

の造成工事に係る入札執行残です。

次のページ、５項の下水道費１目の下水道費２８節繰出金、これは公共下水道事業特別

会計への繰出金の減額４２１万８,０００円です。

９款消防費１項消防費１目の消防費１９節負担金補助及び交付金２４６万８,０００円

の減額。これは、まず本部共通経費で１１万７,０００円の減額、常備消防費で２１万６,

０００円の減額、非常備で７３万３,０００円の減額、消防施設費で１４０万２,０００円

の減額が内訳となります。２目の災害対策費１１節需用費９万５,０００円の減額は、防

災訓練用と防災用の消耗品の確定による減額。それから、工事請負費１４万１,０００円

の減額は、阪口書庫の改修に係る入札執行残。１８節備品購入費１１万３,０００円は、

ポータブルストーブ、カセット式ガスストーブ、これらの購入単価の減に伴う減額１１万

３,０００円であります。

それから、１０款教育費１項教育総務費１目の教育委員会費、旅費９万８,０００円、

費用弁償、これは確定見込みによる減額。

２目の事務局費、手当で８万８,０００円の追加になりますが、時間外勤務手当です

が、給食事務の増加に伴いまして、時間外に不足が生じるということでの追加の補正であ

ります。９節旅費６万６,０００円は確定見込みによる減額。１３節委託料３１万５,００

０円の減額、これは基本・実施設計入札執行残ですが、教員住宅建設に係る入札執行残と

なります。

それから、３目の教育振興費８節報償費、謝礼金ですが、スクールカウンセラー、当初

１０回を見ておりましたけれども２回の見込みということで、８回分の減額であります。

それから、９節の旅費２万６,０００円は確定見込みによる減額。

４目のスクールバス運行管理費１３節委託料は、入札執行残及び確定見込みにより２０

万円の減額。

それから、５目の教育研究所費９節旅費、費用弁償４万１,０００円の減額。需用費、

食糧費１万５,０００円の減額。これは、それぞれ確定見込みによる減額となります。

２項小学校費１目の学校管理費、委託料２６万６,０００円の減額。まず、１８万８,０

００円の減額、施設設備はＰＣＢの廃棄物処理事業の確定による減額。それから、各種予

防接種３万１,０００円の減額、教職員健康診断４万７,０００円の減額は、それぞれ確定



― 25 ―

による減額。

それから、１５節の工事請負費５万６,０００円の減額は、給食搬入口の改修、入札執

行残５万６,０００円です。

それから、教育振興費の１８節備品購入費１４万４,０００円の追加。実は、４月から

特別支援学級の教員が１名ふえることによって、そのパソコンを１台購入をするというこ

とで、その予算１４万４,０００円です。

３項中学校費１目の学校管理費１３節委託料、各種予防接種２万８,０００円の減額、

教職員健康診断３万２,０００円減額は、確定による減額であります。

４３ページ、工事請負費２１万１,０００円の減額は、給食の搬入口の改修に伴う入札

執行残２１万１,０００円が主なものとなります。１８節備品購入費、管理用備品です

が、確定見込みによる３５万７,０００円の減額。２目教育振興費の備品購入費１１万３,

０００円の減額は、教材備品パソコン２３台に係る入札執行残であります。

４項社会教育費１目の社会教育総務費、報酬１０万６,０００円の減額。賃金のうち、

臨時指導員賃金１３４万２,０００円の減額。９節旅費１３万４,０００円の減額。１１節

需用費１１万７,０００円の減額は、社会教育委員に係る確定見込みによる減額となりま

す。８節報償費８万円は、確定見込みによる減額。１９節負担金補助及び交付金５８万

４,０００円の減額。内訳としては、成人式の記念事業５万１,０００円の確定見込みによ

る減額。

次のページ、ことぶき学級参加事業、町外研修３０名を予定しておりましたけれども、

８名で終わったということで２２人分の減４万３,０００円の減額。リーダー養成講習会

参加事業３万５,０００円の減額は確定見込みによる減額。中学生海外研については１８

名、当初予算どおりですけれども、１人当たりの単価が２万６５８円ほど下がったという

ことで、その分、３７万２,０００円の減額。冒険・体感ｉｎとうきょうは、確定による

８万３,０００円の減額となります。

２目の公民館費、需用費、燃料費は、確定見込みによる減額。委託料９万円の減額は入

札執行残であります。

３目の文化財保護費７節の賃金２３万４,０００円、９節の旅費の３万４,０００円の減

額、委託料１６万５,０００円の減額は、それぞれ確定見込みによる減額となります。

５項の保健体育費２目の体育施設費、委託料１６万１,０００円の減額は、施設管理４

万５,０００円、これは入札による執行残。体育施設維持管理費１１万６,０００円の減額

は、パークゴルフ場、スケートリンクのそれぞれ入札に伴う執行残であります。使用料及

び賃借料５万４,０００円の減額。作業用機械借上料ですが、これはテニスコート転圧用

の作業機械を借りる予定でしたが、建設業協会のボランティアで実施されたことに伴って

減額となります。それから、原材料費５万７,０００円は、パークゴルフ場用ですが、確

定による減額。

３目の学校給食費９節旅費の１２万８,０００円の減額、これは確定見込みによる減
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額。委託料１６万７,０００円の減額は工事監理、これも入札執行残です。工事請負費３

７３万２,０００円の減額。給食センター建設に係る建築主体工事の入札執行残。外構工

事も入札執行残で４９万２,０００円の減額です。

１１款災害復旧費１項の農林水産業施設災害復旧費２目の林業用施設災害復旧費１５節

２１万６,０００円の減額は、入札執行残となります。これは、クンネベツ２号線ほかの

入札執行残。

それから、２項の公共土木施設災害復旧費１目の道路橋りょう災害復旧費、工事請負費

で２３万８,０００円の減額。町道災害復旧工事、これはポントマム山沿線ほかで入札執

行残となります。

それから、１２款公債費１項公債費２目の利子、償還金利子及び割引料９９万６,００

０円の減額ですが、これは地方債の元利償還金の利子分でありますけれども、実は当初予

算のときと実際に借り入れするときの利率が違いまして、それに係る不用額ということに

なります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、１０ページをお開きください。

１０ページ、歳入であります。

８款地方特例交付金１項地方特例交付金の１目地方特例交付金１節の地方特例交付金３

万１,０００円の減額。これは確定見込みによる減額。

９款地方交付税ですが、今回７,７６７万３,０００円の補正であります。既定額では、

普通地方交付税は２０億９,２４０万１,０００円と、特交１億８,０００万円で２２億７,

２４０万１,０００円ですが、今回、普通交付税確定に伴いまして７,７６７万３,０００

円を補正して、補正後は２１億７,００７万４,０００円と、特別交付税１億８,０００万

円合わせた２３億５,００７万４,０００円となります。当初、普通交付税２１億６,８０

８万６,０００円で予算を計上しておりましたけれども、今回、調整率分の復活がござい

まして、その分、１９８万８,０００円を追加した補正予算の内容となります。

それから、１２款使用料及び手数料１項使用料１目総務使用料４節のふるさと交流セン

ター使用料３２７万４,０００円の減額。これは、歳出にもありましたけれども、利用者

の減に伴っての減額。銀河の森宇宙地球科学館等使用料４１万９,０００円の追加。これ

はコテージの利用者増に伴う、６３６棟見ておりましたけれども、６６２棟ということで

２６棟の追加による補正となります。７目の教育使用料３節の学童保育所使用料３５万

７,０００円の減額。当初２０人で見ておりましたけれども、月平均で１５人ということ

で、マイナス５人分３５万７,０００円の減額となります。

それから、１３款国庫支出金１項国庫負担金１目の民生費負担金１節の社会福祉費負担

金４５７万円の減額ですが、障害者介護給付費負担金から四つ目の身体障害者補装具交付

及び修理負担金までは事業確定見込みによる減額。国の負担２分の１分の減額となりま

す。その下、障害者相談支援費負担金５３万７,０００円、これは歳出で説明しました１

０７万６,０００円の２分の１分となります。
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それから、２項の国庫補助金１目の総務費補助金１節の総務管理費補助金、地域活性

化・効果実感臨時交付金３９４万４,０００円の追加の補正になりますけれども、実はこ

れは国の補正予算、２５年度分の補正予算のがんばる地域交付金というものでありまし

て、景気回復が波及していない財政力の弱い市町村が行う地域活性化事業に交付するとい

うことで公共事業も対象になります。したがって、当町としては、元町１号線の整備に３

９４万４,０００円を財源として充当しております。

社会保障・税番号制度導入整備補助金４０８万５,０００円の減額。これは先ほど歳出

で説明したように、一部が２７年度に先送りされるということでの財源の減額です。それ

から、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金３,１８４万７,０００円、これは地方

創生先行型、消費喚起型に係る国の交付金。これは繰越明許費の財源となります。

それから、２目民生費補助金の１節社会福祉費補助金６９５万８,０００円の減額。地

域生活支援事業費補助金、これについては２分の１分、９万７,０００円の減額。それか

ら、臨時福祉給付金事務費補助金７９万１,０００円の減額。これは事業確定による減

額。

次のページ、臨時福祉給付金事業費補助金５３１万円の減額。子育て世帯に対する臨時

特例事業補助金７６万円の減額。これも事業確定による減額となります。

２節の児童福祉費補助金４５０万８,０００円。保育緊急確保事業費補助金であります

が、実は北海道の補助金が廃止されまして、国の補助金に移行となりました。それが保育

緊急確保事業費補助金となって、４５０万８,０００円の追加の補正となります。

それから、３目の土木費補助金１節の道路橋りょう費補助金、道路ストック総点検事業

交付金でありまして、４４万８,０００円の減額。これは事業確定に伴うもの。２節住宅

費補助金、社会資本整備総合交付金３７万１,０００円の減額。これは公営住宅の解体実

施設計、外構工事に係る事業確定に伴う減額となります。

３項の委託金１目の総務費委託金、選挙費委託金、衆議院議員総選挙委託金で１５万

５,０００円の追加。これは、追加交付されるということで追加となります。

１４款道支出金１項道負担金１目の民生費負担金１節の社会福祉費負担金、障害者介護

給付費負担金から次のページの身体障害者補装具交付及び修理負担金までは事業確定見込

みによる減額で、北海道の負担４分の１分の減額となります。それから、障害者相談支援

費負担金２６万８,０００円は、４分の１分の負担の追加となります。

それから、１４款道支出金２項道補助金１目の民生費補助金１節の社会福祉費補助金４

万９,０００円の減額。これは事業確定見込みによる減額。それから、２節の児童福祉費

補助金５７３万４,０００円の減額。これは制度が廃止になって、国庫補助にならなかっ

たことによって全額の減額となります。

３目の農林水産業費補助金１節の農業費補助金、事業確定による減額が、まず中山間直

接支払事業で１１４万４,０００円の減額。それから、経営所得安定対策直接支払推進事

業補助金が１２万５,０００円の減額。新規就農総合支援事業補助金７５万円、これは２
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７年度の上半期分の前倒し分であります。それから、この下に高収益型畜産体制構築事業

補助金とありますが、これを畜産収益力強化対策事業補助金に訂正をお願いします。なっ

ていますか。失礼しました。事業費が、先ほど歳出で説明した６億４,３４３万９,０００

円。

それから、２節の林業費補助金７９万円の減額は、各事業の確定なり確定見込みに伴う

減額であります。未来につなぐ森づくり推進事業から小規模治山事業補助金。それから次

のページのエゾシカ被害防止緊急捕獲事業補助金は、エゾシカ８００頭ですが、交付基本

額というのが７２万円でありまして、その２分の１、３６万円の追加の補正となります。

それから、林業専用道勲祢別線開設事業補助金５３万円の追加は、事業費は落ちている

のですけれども、事業量として延長が５８０メーター延びた分、それに係る追加交付とな

ります。したがって、補助金は１,３７０万８,０００円でありましたけれども、この延長

になった分で１,４２３万８,１８０円ということで５３万円の補正となります。

それから、４目商工費補助金、地域ふれあいプレミアム付き商品券発行促進事業補助金

２００万円、これは北海道の５％分となります。

それから、５目総務費補助金１節の総務管理費補助金、地域づくり総合交付金６０万

円。これは防災備蓄庫整備事業の補助金でありまして、その２分の１分、６０万円の追加

の補正であります。３項の委託金３目の農林水産業費委託金、農業費委託金、家畜伝染病

予防事務委託金、これは事業確定見込みによる減額１０万円。

それから、５目土木費委託金で土木管理費委託金、陸別川の樋管管理委託金４万円の追

加です。これは人件費が改正になって上がっているということでの追加の交付となりま

す。

１５款財産収入１項財産運用収入１目の財産貸付収入１節の土地建物貸付収入２１万

３,０００円、これは移住促進住宅貸付収入の２１万３,０００円の増であります。当初３

戸分で２５０日を見ておりましたけれども、確定見込みとして３２１日にふえています。

７１日分の増に伴う補正であります。

２節の通信設備貸付収入３４万１,０００円。これは光ファイバーですが、当初は４２

０件見ておりましたけれども、１２月末で４４６件ということで２６件ふえております。

それに係る追加の補正であります。

それから、２目の利子及び配当金ですが、ふるさと整備基金利子から町有林整備基金利

子、これは基金の利子であります。

それから、１６款の寄附金１項寄附金２目の指定寄付金１節の総務費寄附金８９万円。

これは、寄附１１件。３節の教育費寄附金２０万円。教育振興で１件の寄附ですが、これ

は給食センターの基金のほうに積み立てをしております。

１７款繰入金１項基金繰入金３目のふるさと銀河線跡地活用等振興基金繰入金７０８万

円の減額。これは、それぞれ歳出で説明しました各基金の減額は、それぞれ事業確定に伴

う減額、基金に戻すということになりますが、ふるさと銀河線跡地活用の基金は７８０万



― 29 ―

円の減額。まず、地域交通確保対策事業で４１８万円の減額。旧鉄道林整備事業で２９０

万円の減額。それから４目の町有林整備基金繰入金は１１０万円の減額。それから、５目

の地域福祉基金繰入金、これは老人福祉関係補助金ということで、デイサービス運営費補

助金への財源充当で１００万円であります。

１８款繰越金でありますが、今回確定額３,９８３万８,４３２円を全額計上しました。

２,０５１万６,０００円の補正となります。

１７ページ、１９款諸収入の５項雑入２目の弁償金、これは先ほど歳出で説明しました

１２月２２日の排雪作業中の事故に係る賠償金２１万８,０００円。３目の雑入ですが、

４１万１,０００円の減額。まず、確定見込みによる減額は、社会保険料個人負担分４１

万８,０００円の減額、宝くじ交付金の２２万１,０００円の減額、健康診査等個人負担金

１４万５,０００円の減額。加工品等販売代金２４万１,０００円の追加でありますが、こ

れはシカジャーキー、しぐれ煮、陸別牛乳の三つの販売に係る追加の補正となります。そ

れから、ミネラルウォーター売り払い代金１３万２,０００円の追加。これもミネラル

ウォーターの販売増に伴う収入の増となります。

それから、２０款町債１項町債１目の総務債ですが、過疎地域自立促進特別事業１０万

円の減額、これは過疎ソフトの起債であります。それから、銀河の森専用水道施設改修事

業３０万円の減額、交流センター改修事業７０万円の減額。起債、町債についても、それ

ぞれ歳出の事業確定なり確定見込みに伴う減額となります。

それから、２目の農林水産業債１節の農業債では、第２トラリ地区の１１０万円の減

額。それから２節林業債では、林業専用道勲祢別線の１,４６０万円の減額。３目の土木

債１節の道路橋りょう債、町道元町１号通り６１０万円の減額。４目の消防債１,０１０

万円の減額。これは、まず消防自動車購入で１,０００万円の減額。それから、防災備品

庫の整備で１０万円の減額。５目の教育債、１節学校教育施設整備債２,０００万円の減

額、これは学校給食センター建設に係る起債であります。それから、７目の商工債１節の

商工債１,９２０万円の減額、これは、商業活性化施設整備事業に係る分の減額となりま

す。

以上で歳入終わりまして、６ページ。

６ページは、第２表繰越明許費補正でありまして、先ほど地方創生の関係で説明した部

分もございますので、それ以外の分について御説明申し上げたいと思います。

まず、２段目の光ケーブル通信管理事業１９３万円ですが、実は北電の電柱の建てかえ

工事に伴って光伝送路取りつけ事業をするわけなのですが、実はその、栄町の工事なので

すが、小利別、栄町間の２回線化工事に伴いまして変電所の移設をするわけですが、その

移設の工事が大分延びておりまして、年度内にこの工事が完了しないと、そういったこと

から、本来では２６年度に実施すべきだったのですが、今言った理由で２７年度に繰り越

しをして事業を実施したいということで、光ケーブル通信管理事業１９３万円です。

それからその下、下から２番目の緊急雇用対策事業、町単独分ですが、これは２００万
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円、地方創生では１５０万円ですが、委託料１５０万円に今回５０万円ふやしておりま

す。つまり既定予算の中から消耗品５万円、それから燃料費で１０万円、通信運搬費で５

万円、作業用機械借り上げで１０万円、原材料費で２０万円、合わせて５０万円を今回１

５０万円に上乗せして２００万円の繰越明許となります。

次のページ、３段目の畜産生産基盤育成強化補助金、畜産クラスター事業であります。

６億４,３４３万９,０００円。それから、その一番下の町道殖産４号線道路整備事業１,

２００万円。これは８２０メーターの測量設計と用地確定測量であります。

それから次のページ、第３表債務負担行為補正でありますけれども、一番上の追加です

が、２６年度農業近代化資金、１１号資金、これはスーパーＲ資金ですが、今回新規で２

７年度から３５年度までの５８１万２,０００円の限度額。その下からは、４月１日から

業務を開始する３月中に入札をする各事業の債務負担行為の追加となります。

それから９ページ、第４表地方債補正であります。変更でありますけれども、起債の目

的、補正前の利率、補正後の利率についてはここに記載のとおりでありますが、まず辺地

対策事業、第２トラリ地区畑地帯総合整備事業、当初は２,２５０万円だったのですが２,

１４０万円で１１０万円の減額。過疎対策事業、３億８,０４０万円だったのですが、３

億１,０１０万円で７,０３０万円の減額。内訳はここに記載のとおりであります。その下

の緊急防災・減災事業、６,３４０万円だったのですが６,２６０万円ということで８０万

円の減額。変更前の限度額の合計が４億６,６３０万円、変更後の限度額が３億９,４１０

万円、７,２２０万円の減額となります。

以上で議案第２号の説明を終わりまして、次に議案第３号の説明に移ります。

○議長（宮川 寛君） 昼食のため、午後１時２０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時１４分

再開 午後 １時１９分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） 先ほど、一般会計の説明の中で、事項別明細書歳出４２ペー

ジの小学校費の教育振興費でパソコンの説明をしましたけれども、資料ナンバー１２に小

学校のパソコン関係の資料をつけておりますので、後ほどごらんをいただきたいと思いま

す。それとあわせて４３ページの中学校費の教育振興費、備品１１万３,０００円のパソ

コンの減額ですけれども、これも資料ナンバー１３をつけておりますので、後ほどごらん

をいただきたいと思います。

それでは、議案第３号について御説明を申し上げます。

議案第３号平成２６年度陸別町の国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第４号）

は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後
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の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは事項別明細書、歳出、９ページをお開きください。

９ページ歳出でありますけれども、２款保険給付費１項療養諸費１目の一般被保険者療

養給付費、今回２,０１４万７,０００円の追加の補正であります。昨年の１２月以降の医

療費が伸びてきておりまして、３月末には不足を来すということから今回追加の補正と

なっております。それから、２項の高額療養費、一般被保険者高額療養費、これも３５０

万円ほど医療費の増加に伴いまして追加の補正となります。

７款共同事業拠出金１項の共同事業拠出金１目の高額医療費拠出金、これは２６年度の

確定に伴いまして、国保連からの通知に基づいて２６０万９,０００円の減額となりま

す。それから３目の保険財政共同安定化事業拠出金、２３１万７,０００円の減額です

が、これも２６年度の確定に伴って、国保連からの通知に基づく減額となります。

それから、８款保健事業費２項の保健事業費１目の保健事業費１３節委託料１２万７,

０００円の減額は健康診査、４０歳未満の方を対象にしておりますけれども、当初３０人

と言いましたけれども１５人の実施ということで、１５人分の減額１２万７,０００円で

あります。

９款諸支出金３項繰出金１目の直営診療施設勘定繰出金２６７万７,０００円の追加の

補正でありますけれども、これはへき地診療所の運営分ということで直診会計への繰出金

となります。

それでは、歳出を終わりまして、歳入の４ページをお開きいただきたいと思います。

１、歳入。

１款国民健康保険税１項国民健康保険税１目の一般被保険者国民健康保険税、今回１５

２万７,０００円の補正でありますけれども、まず現年度分で１１９万１,０００円、滞納

繰越分で３３万６,０００円の追加の補正であります。内訳は説明欄記載のとおりであり

ますけれども、まず大きな要因としては所得の増が主な要因となっております。それとあ

わせて昨年の５月の議会で制度改正がありましたので、そこら辺のことも含めた追加の補

正となります。

２目の退職被保険者等国民健康保険税、現年度分で７９万７,０００円の追加の補正で

あります。退職についても被保険者の増と退職者の所得の増に伴っての追加の補正となり

ます。

それから、２款国庫支出金１項国庫負担金１目の療養給付費等負担金、現年度分で４５

７万５,０００円の減額。これは２６年度の確定見込みによりますが、しかし療養給付費

負担金については当該年度分の３月から１０月までの実績をベースにして推計をしており

まので、翌年度において精算行為がございます。例えば２７年度で、この減額したことに

よって、精算の結果ふえれば追加交付ということも出てきます。

それから、２目の高額医療費共同事業負担金、これも２６年度の確定見込みに伴う６５

万２,０００円の減額。それから、２項の国庫補助金１目の財政調整交付金、普通調整交
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付金で４２９万５,０００円の減額。これも確定の見込みです。一方で、特別調整交付金

４２８万６,０００円の追加の補正、差し引き９,０００円の減額となります。

３款の療養給付費交付金１目の療養給付費交付金、これは退職者医療にかかわる部分で

ありますけれども、２６年度確定見込みに伴いまして６万４,０００円の増と。

それから、５款道支出金１項道負担金１目の高額医療費共同事業負担金、２６年度確定

見込みに伴いまして６５万２,０００円の減額。２項の道補助金１目の財政調整交付金４

１万円の追加の補正となります。

６款共同事業交付金１項共同事業交付金１目の共同事業交付金、２６年度確定に伴いま

して、国保連からの通知に基づき１６１万６,０００円の追加の補正。２目の保険財政共

同安定化事業交付金、これについては２６年度確定に伴いまして、これも同様に国保連か

らの通知に基づき８４３万５,０００円の減額となります。

８款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金、その他一般会計繰入金、事業分で

７万４,０００円の減額。これは先ほど説明しました４０歳未満の健診分の１５人分の減

額分、財政対策分で３,０２３万４,０００円の追加の補正、合わせて３,０１６万円の追

加の補正となります。

それから、９款繰越金１項繰越金１目の繰越金、前年度繰越金ですが、これも１,４８

８万５,５２８円の確定によりまして全額計上９８万２,０００円であります。

１０款諸収入１項延滞金加算金及び過料１目の一般被保険者延滞金、国保税延滞金９万

１,０００円。これは２３年度課税分の１７件９万１,０００円であります。

１０款諸収入２項雑入５目の雑入１節の雑入５万３,０００円の減額。これは健康診査

等個人負担金、４０歳未満の健診で、先ほど言いました３０人見ていましたけれども、１

５人ということで、１５人分５万３,０００円の減額であります。

以上で議案第３号の説明を終わりまして、次、議案第４号に移ります。

議案第４号平成２６年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算（第

５号）は、次に定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間及

び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項施設管理費１目一般管理費、給料で９７万３,０００円の減額。職員手

当で４６万２,０００円の減額。共済費、共済組合費、育児休業負担金、事務費負担金、

これは職員給与にかかわる分でして、２０１万２,０００円の減額になります。減額の要
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因としては、看護師を募集しておりますけれども、現在応募者がないということで、その

分の減額と、今、看護師１名が休職中でありまして、それに係る減額分であります。７節

の賃金１６３万２,０００円の減額、臨時看護師賃金１３６万円の減額。これは人材紹介

所からの派遣に係る賃金と共済費でありますけれども、１月１６日から１名、男性の看護

師ですけれども、３月いっぱいまで来ております。したがって、１０月から１２月分の賃

金と共済費、社会保険料の減額となります。

それから、次のページ、臨時栄養士賃金２７万２,０００円の減額は、これは未執行に

よる減額となります。それから、旅費５万４,０００円の減額。需用費、燃料費６９万６,

０００円の減額。これについては、確定見込みによる減額であります。役務費の１３万

７,０００円の減額。これは労働者紹介手数料１０月から１２月分、３カ月分の減額とな

ります。給与費明細書は９ページ、１０ページにありますので、後ほどごらんをいただき

たいと思います。

それでは、歳入５ページにお戻りください。

１、歳入。

１款診療収入１項入院収入。なお、診療収入に係る資料をナンバー１４につけておりま

すので、後ほどごらんをいただきたいと思います。２目の社会保険診療報酬収入、現年度

分３３万８,０００円の減額。これは確定見込みによる減額。６目のその他の診療報酬収

入、現年度分５５万７,０００円の減額。これも確定見込みによる減額となります。

３款道支出金１項道補助金１目の総務費補助金１節の施設管理費補助金、へき地診療所

施設整備事業補助金１８万７,０００円の減額。これは超音波画像診断装置を購入してお

りますけれども、それに伴う減額となります。この補助金は２分の１の補助がございまし

て、当初４７７万７,０００円でありましたけれども、確定に伴って４５０万円に減額に

なりました。したがって、その差額１８万７,０００円の減額となります。

５款繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金、財政対策分で１,０８０万２,００

０円の減額。２目の国保事業勘定特別会計繰入金、これはへき地診療所運営費分で２６７

万７,０００円の追加の補正となります。

６款繰越金１項繰越金１目の繰越金、前年度繰越金、これも全額を計上しました。４８

７万円を補正しまして、トータル１,１３５万３,０００円となります。

７款諸収入１項雑入１目雑入、社会保険料等個人負担分１９万４,０００円の減額。こ

れは先ほど説明しました人材紹介所からの派遣に係る１０月から１２月の３カ月分の減額

となります。

以上で歳入を終わりまして、４ページをお開きください。

４ページ、第２表債務負担行為であります。

これも、４月１日からの業務開始に伴う３月中に入札をする債務負担行為でありまし

て、診療所清掃等委託業務、医療事務委託業務、夜間休日警備委託業務。これは新年度予

算に係る分なのですが、実は夜間休日警備委託業務は現在個人に委託をしております。個
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人複数名でやっているのですが、やめた方だとか人材が不足しておりまして、新年度から

は業者のほうに委託をしてスムーズな警備を推進したいということで、２７年度からその

ように変える予定であります。

以上で、議案第４号の説明を終わりまして、次に議案第５号の説明に移ります。

議案第５号平成２６年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定

めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

地方債の補正。

第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目の一般管理費、１３節委託料２万７,０００円の減額。

これは水道台帳整備ですが、入札の執行残であります。

２款施設費１項施設管理費１目の施設維持費、需用費８１万６,０００円の減額。消耗

品ですが、これは確定見込みによる減額。委託料４３万２,０００円の減額は、入札執行

残及び確定見込みによる減であります。内訳は、説明欄記載のとおり。１５節工事請負費

６万１,０００円の減額。これは消火栓移設６万１,０００円の減額ですが、消防訓練用地

の消火栓の移設工事の入札執行残となります。２７節公課費２万３,０００円の減額。こ

れは自動車重量税ですが、今回、水道車両の初回の車検でありまして、ここは減税に伴っ

ての減額となります。

２目の施設新設改良費１３節委託料４６万９,０００円の減額。これも入札執行残であ

ります。１５節工事請負費２３１万１,０００円の減額。まず配水管布設がえ工事４５万

９,０００円の減額。これは町道東１条通りほか配水管の布設がえ工事。それから、機器

更新１８５万２,０００円の減額。これは、陸別浄水場の機器更新工事でありまして、こ

れも入札執行残１８５万２,０００円の減額となります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、５ページをお開きください。

１、歳入。

２款国庫支出金１項国庫補助金１目の簡易水道事業補助金８１万６,０００円の減額。

これは浄水場の機器更新事業に係る分の補助金の減額。これも事業確定に伴って、３分の

１分ですが８１万６,０００円の減額となります。

４款繰入金１項他会計繰入金、一般会計繰入金４４万７,０００円の追加の補正であり

ますけれども、まず、建設改良費分、これは起債償還分ですが２,０００円の減額。高料

金対策分３７万１,０００円の減額。財政対策分８２万円の追加でありますけれども、実

は過疎債が減額になっている分、その分、財政対策分として繰入金８２万円を補正をして



― 35 ―

おります

５款の繰越金１項繰越金１目の繰越金、前年度繰越金、ここの会計も全額計上でありま

して３２４万５,０００円の補正であります。

６款諸収入１項雑入１目雑入１万５,０００円の減額ですが、まず国税還付金１万６,０

００円の追加、これは２５年度分の消費税の確定に伴う１万６,０００円の追加でありま

す。当初１４５万１,０００円を見ておりましたけれども、１４６万７,２００円に確定し

ましたので、その差額１万６,０００円の補正。

それから、下水道料金事務負担金３万１,０００円。これは確定見込みに伴う下水道会

計からの負担金の追加であります。消火栓整備等補償費６万２,０００円の減額。これは

消防署からお金が入ってくるわけですけれども、消火栓の移設に伴う確定による減額にな

ります。

７款町債１項町債１目の簡易水道事業債、これは過疎債でありまして、７００万円の減

額であります。減額の要因としては、事業確定に伴う部分と過疎債の配分額の変更に伴う

分、それで、配水管整備で３７０万円。９３０万円を見ておりましたけれども、５６０万

円に確定ということで３７０万円の減額。機器更新事業、これも３３０万円の減額です

が、１,３３０万円見ておりましたけれども１,０００万円の確定に伴ってのその差額分で

あります。

以上で歳入を終わりまして、予算書４ページをお開きください。

４ページは、第２表地方債補正であります。これは変更であります。

過疎対策事業２,２６０万円でしたが、ただいま説明した配水管整備事業９３０万円

が、変更後は５６０万円、３７０万円の減額。機器更新事業１,３３０万円でしたが１,０

００万円に変更、３３０万円の減額、合わせて７００万円の減額となります。利率につい

ては、補正前、補正後も記載のとおりであります。

以上で議案第５号の説明を終わりまして、次、議案第６号の説明に移ります。

議案第６号平成２６年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

債務負担行為。

第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、期間、

及び限度額は、「第２表債務負担行為」による。

地方債の補正。

第３条、地方債の変更は、「第３表地方債補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出。
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１款総務費１項総務管理費１目一般管理費、負担金補助及び交付金３万１,０００円。

下水道料金事務負担金３万１,０００円であります。これは確定見込みに伴い、簡水会計

に負担金として出すものであります。

２款施設費１項施設管理費１目施設維持費１３節委託料、これは１８８万２,０００円

の減額ですが、ほとんどが入札執行残のものであります。浄化センター管理で１４０万

８,０００円の減額、施設設備保守管理１３万９,０００円の減額、管渠清掃４万７,００

０円の減額、下水道メーター取りかえ２万９,０００円の減額、施設移転等２５万９,００

０円の減額となります。１８節備品購入費２万１,０００円の減額は、水道メーター機の

購入ですが、確定見込みによる２万１,０００円の減額となります。

３款事業費１項下水道整備費１目の下水道建設費１３節委託料４万４,０００円の減

額。これは入札執行残でありまして、浄化センター機器更新に係る実施設計の入札執行

残。それから、１５節工事請負費１２０万６,０００円、汚水枡設置等附帯工事１０２万

６,０００円の減額であります。

以上で歳出を終わりまして、歳入、５ページに移ります。

歳入。

１款分担金及び負担金１項分担金１目の下水道事業分担金、受益者分担金１０万円。こ

れは４戸分の２万５,０００円を掛けたもの１０万円であります。

３款国庫支出金１項国庫補助金１目の下水道事業補助金、特定環境保全公共下水道事業

補助金、これは確定見込みに伴う２万２,０００円の減額。

４款の繰入金１項他会計繰入金１目の一般会計繰入金、財政対策分で４２１万８,００

０円の減額であります。

５款繰越金１項繰越金１目繰越金、前年度繰越金。この会計も全額計上でありまして１

３９万８,０００円の補正であります。

６款町債１項町債１目の下水道事業債、特定環境保全公共下水道事業、確定見込みによ

る２０万円の減額。過疎債７０万円が６０万円に確定で１０万円の減額、下水道債も７０

万円が６０万円に確定で１０万円の減額、合わせて２０万円の減額であります。

以上で歳入を終わりまして、４ページをお開きください。

第２表債務負担行為。陸別浄化センター維持委託業務。これも４月１日からの業務開始

に伴って３月中に入札を執行する予定であります。

それから、第３表地方債補正、変更、起債の目的、過疎対策事業７０万円、これが変更

後は６０万円、マイナス１０万円であります。それから、下水道事業、これも７０万円が

６０万円で１０万円の減額。利率については、ここに記載のとおりであります。

以上で議案第６号の説明を終わりまして、次、議案第７号の説明に移ります。

議案第７号平成２６年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３号）は次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。
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第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

事項別明細書、歳出、７ページをお開きください。

２、歳出。

１款総務費１項総務管理費１目の一般管理費１９節負担金補助及び交付金４８万６,０

００円。北海道自治体情報システム協議会の負担金の追加ですが、２７年度、ことしの４

月から介護保険料の改正、それから介護報酬の改正がございますので、それのシステム改

修に係る負担金であります。３項介護認定審査会費１目の介護認定審査会費１２節役務費

７万１,０００円、主治医の意見書料ですが７万１,０００円の追加。当初１８０件を見て

おりましたけれども、２０２件ということで２２件ふえております。それに係る７万１,

０００円の補正。

２款の保険給付費１項介護サービス等諸費。保険給付費に係る介護給付費負担金の歳入

歳出所要額一覧を資料ナンバー１５につけておりますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。

１項介護サービス等諸費１目の居宅介護サービス給付費１９節負担金補助及び交付金９

０万円の補正ですが、これは当初１０３人見ておりましたけれども、１２月に補正で１１

８人、１５人の追加で補正を見ましたが、また今回ふえております。したがって、当初予

算１０３人だったものが今回の補正後は１２２人ということで、１９人の増に伴っての９

０万円の補正となります。

それから、３目の施設介護サービス給付費２７０万円の減額、これは特養、当初３０人

見ておりましたけれども、１２月では３３人ということで３名分の補正をしました。今回

また１名減になるということです。したがって、トータルでいくと、当初３０人でしたが

年度末では３２人ということで２人の増。それから、老健施設が当初２人であったのです

が、１２月補正で４人ということで２名増で見ました。今回、最終的には３名ということ

で、１名の減ということになります。したがって、当初と今回の補正で合わせると１人の

増と、あわせて年度当初からの比較で行けば３人がふえているということになります。

４目の居宅介護福祉用具購入費１９節負担金、福祉用具購入費３０万円の減額。６件見

ておりましたけれども４件の見込みということで２件分の減額。それから、５目居宅介護

住宅改修費７０万円の減額。これは住宅改修ですが、６件見ておりましたけれども３件の

見込みで、マイナス３件の７０万円の減額。

それから、２項の介護予防サービス等諸費１目の介護予防サービス給付費、負担金です

が、当初１９人で見ておりましたけれども、１２月では２６人ということで７名増の補正

を組みましたが、今回、最終的には３０人ということになりました。したがって、当初か

ら比較すると１１名の増となります。１２月から見ると４名の増となります。その５４万

円の追加。

それから、２目の介護予防サービス計画給付費３万６,０００円、これも当初１７人見



― 38 ―

ておりましたけれども、１２月で１８人ということで、１人分の追加を見ました。今回、

年度末では２０人の見込みです。したがって、１２月から３月の定例会まででは２人の

増、年度当初と比較すると３人の増ということになります。

それから、４目の介護予防住宅改修費、１４万円の減額、これは住宅改修費。当初２件

を見ておりましたが、実績見込みも２件と。ただ金額が減額になっておりまして、３６万

円が２２万円で終わるということで、その差額１４万円の減額となります。

それから、３項その他の諸費１目の審査支払手数料１２節役務費２,０００円の追加で

す。これは、当初２２０件見ておりましたけれども、１２月で２２３件で３件増の予算を

見ました。今回、年度末では２２５件ということで、１２月補正から見ると２件の増。当

初予算と比較すると５件の増ということになります。

４項高額介護サービス等費１目の高額介護サービス費２０万円の減額、これは、人数は

４６人と変わらないのですが、サービス利用の減になります。２０万円の減額。

５項高額医療合算介護サービス等費１目の高額医療合算介護サービス費１０６万６,０

００円の増。当初３３人で見ておりましたけれども、４９人の見込みということで、１６

名の増分となります。

以上で歳出を終わりまして、歳入４ページをお開きください。

１、歳入。

１款介護保険料１項介護保険料１目第１号被保険者保険料、確定見込みに伴いまして２

４万４,０００円の減額。

２款国庫支出金１項国庫負担金１目の介護給付費負担金、２４８万円の減額、これも確

定見込みに伴う減額。

２項の国庫補助金１目の調整交付金、これも確定見込みによる４８万６,０００円の減

額。３目の事業費補助金、システム改修事業補助金２４万３,０００円ですが、先ほど歳

出で見ましたシステム改修４８万６,０００円の２分の１、２４万３,０００円の追加補正

となります。

それから、３款道支出金１項道負担金１目介護給付費負担金、現年度分、これも確定見

込みに伴う１２８万円の減額。

４款支払基金交付金１項支払基金交付金１目の介護給付費交付金、これも確定見込みに

伴う１８８万５,０００円の減額。

６款繰入金１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金、１節介護給付費繰入金、これも確

定見込みに伴う１９万１,０００円の減額。それから、２節の事務費繰入金３１万４,００

０円の増は、まず電算システム改修４８万６,０００円の２分の１分、２４万３,０００円

の補正。それから、主治医意見書作成費７万１,０００円の補正、これを合わせて３１万

４,０００円の追加の補正となります。

６款繰入金２項基金繰入金１目の介護給付費準備基金繰入金、今回、歳入の不足分を５

０７万円基金を取り崩すということで、基金残高は６１０万４,０８９円の予定となりま
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す。

以上で議案第７号の説明を終わりまして、次、議案第８号の説明に移ります。

議案第８号平成２６年度陸別町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。

歳入歳出予算の補正。

第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。

それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。

２、歳出。

２款後期高齢者医療広域連合納付金１目の後期高齢者医療広域連合納付金、負担金補助

及び交付金１８８万４,０００円、保険料相当額になります。

それから、歳入、４ページにお戻りください。

１、歳入。

１款後期高齢者医療保険料１項の後期高齢者医療保険料１目の特別徴収保険料、これは

５３％分をここで特別徴収で計上しております。２１３万９,０００円の増。当初、被保

険者は５７４名で試算をしておりましたけれども、２月末で５６５人ということで、マイ

ナス９人となっております。それから、２目の普通徴収保険料、これは４７％分、現年度

分で２５万５,０００円の減額。普通徴収保険料で３８万円の減額、過年度分、つまり２

５年度分で１２万５,０００円の追加、合わせて２５万５,０００円の減額となります。

以上で、議案第２号から第８号までの説明を終わります。以後、御質問によってお答え

をしたいと思っておりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） これから、議案第２号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第

１２号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。

事項別明細書は、１９ページからを参照してください。

１款議会費１９ページから、２款総務費２７ページ中段まで。

１番本田議員。

○１番（本田 学君） ２０ページ、２目の文書広報費の画像空撮業務ということで５０

万円ですね。これは単刀直入にですけれども、どういったことをやっていって、今後どう

いうふうに活用していくのかということをまず聞きたいと思います。

それともう１点、２３ページ、７目企画費で１９節負担金補助及び交付金ということ

で、まちづくり事業３３５万円、追加の資料のところに不在業種ということで６００万円

となっております。駅前にできる施設のところで、すし屋さんと整骨院と薬局ということ

で、不在業種ということで２００万円ずつという説明を先ほど副町長のほうからいただい

たのですけれども、これをもう少し詳しくまずお聞きしたいなと思います。この２点をお
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願いします。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） それでは、２０ページの文書広報費の御質問について私のほ

うから説明を申し上げます。

画像空撮業務ということでありますが、内容としましては、無人航空機、無線で操縦す

る小型の無人航空機を使いまして撮影をするということを想定しております。５０万円の

内容につきましては、５回分を予定しております。

これを企画したきっかけというのは、実は市街地の全景を撮影するのに、以前ですと川

向の山に上がって撮影していたのが過去にあるのですが、木々がかなり成長しまして撮影

ポイントがかなり少なくなってきていまして、市街地を俯瞰的に高い位置から撮影する場

所がなかなか見つけられなくなってきたということもありました。無人航空機、通称マル

チコプターという呼ばれ方もしているのですが、非常に性能が向上しておりまして、機動

性も優れておりまして、しかも静止画だけではなくて動画も撮影できるということで、例

えば、昨年ですとラリー北海道とかでも活用されたということも聞いております。であり

ますので、広報としての撮影だけではなくて、例えば、イベントの際に撮影して、そう

いったものを今後ＰＲにも活用できるかなということで、広い範囲での活用を考えており

ます。

以上であります。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） ２３ページのまちづくり事業の補助金の関係でございます。

６００万円ということで、３件の不在業種について補助金を出すということで、駅前の商

工施設に入っていただける業種の方を今回想定して、３件ということで６００万円の補正

をしております。

今回の不在業種の選定については、２６年７月３０日付でまちづくり補助金に係る不在

業種の選定ということで、陸別町まちづくり推進会議のほうで検討していただきました。

その中で、商工会から実は２０件ほどの不在業種についての審議をお願いされておりまし

て、その中から陸別にある業種についてはほぼ不適ということで、全く陸別になくなる業

種ということで選定しております。先ほどありました、すし屋、整体整骨、それから薬局

ということで、その３件についてなのですが、そのうちの整体接骨関係につきましては、

昨年、町内にありました業者さんがやめたということで、追加で２月６日に新たに不在業

種の選定の依頼がありまして、それについて、また、まちづくり推進会議のほうで協議を

した結果、そちらについても新たに加えてということで、陸別にない業種３業種について

補助金の対象とするというような決定というか、答申があったところでございます。

その中で、もともと不在業種については１００万円ということで想定しておりました

が、その際に他町から来られる方の経費ですとか、新たに備品設備等を用意しなければな

らないということで、さらに１００万円を増額しまして、１件につき２００万円にして交
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付しようということで、金額についても２００万円とするということで答申を受け、それ

に基づきまして今回３件の６００万円の予算を組んだところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） まず、最初の画像空撮の件ですが、さまざまな可能性があると思

います。イベントとか、そこで動画も撮れるということで、イベント等々には使えるのか

なと思っております。あと教育にも、なかなか子供たちが上から陸別を見たこともないの

で、まして動画ということになればさまざまな陸別を知るということで結構活用できるの

かなと思いますので、委員会等々のほうとも連携をとっていただきたいなと思います。

それと、今の６００万円のいきさつは、まちづくり推進委員のほうで答申が来て、いろ

いろ商工会と連携をとっているのもわかります。そこで、その２００万円の、ただ現金を

ぽんと渡して何に使ってもいいですよということなのか、というのがまず一つですね。

それと、やはりいつかは、僕自身の考えでは、前も薬局がないとかということで、一般

質問等々で町長ともいろいろお話しした中に、ない業種に対してこれからどうしていくの

だということがありました。その中で、なかなか商工業に対して補助金というのは、出す

のは、今までの不公平さもありますし、どうなるのかなというところで、ここは施設が

建って、そこに３業者がということで、ウルトラＣではないですけれども、こういうやり

方もあるのかなというのも一つあります。ただ、ほかで頑張っている商工業者に対してと

かという立場でいくと、やはりちょっと不公平性が出てくるのかなという意見が出ても当

たり前なのかなと思います。

ただ陸別町、このままでいくと後継者の問題等々あって、業種がなくなっていくという

中に、やはりここはきちんとこれからに向けて、今後こういう業者が出てきてどのように

対応していくとか、一度この２００万円を出した後に、これからまた新規事業とかいろい

ろなっていくときに、どういう条件でどうやって対処していくのかというのが一番大事な

ことで、今このことを僕自身は反対とかという考えは全くないところにあります。いつか

はこの日が来るのだろうなということで、こういうふうにしていかないと新しい業種が生

まれないのかなということもあります。ただ、やはり一発目こういってやるということ

は、慎重にというか今後どうやって対処していくかということを考えた上で進まないと、

やはり不公平性とかいろいろな、これはどうするのだというようなやつがこれからいろい

ろ出てくるかなと思うのですけれども、その辺はいかがですか。

○議長（宮川 寛君） 芳賀町民課長。

○町民課長（芳賀 均君） ただいま議員おっしゃいますとおり、いろいろな活用が考え

られます。ただ、５回という限られた中で、しかも天候等にも左右されます、実は。イベ

ント等々、ただ風景を撮影するだけに呼ぶのでは非常にコストが高いので、イベントに合

わせてより多くの撮影をできるように関係者の皆様と事前に綿密に打ち合わせた中で実施

していきたいと考えております。
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○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まちづくり補助金の関係ですけれども、議員御指摘のとお

り、今まで頑張ってこられた方とかその辺の意見もございましたが、今、第一義的には町

内の店舗がなくなってきていて、新しい業者さんに入ってもらうためにどうしたらいいだ

ろうかと。特に陸別に必要な業種について、来ていただく必要性があるのではないかとい

うことを踏まえて、この補助金の交付が検討されたということになっています。

その中で、経費につきましては、施設整備等に限りまして、商品の仕入れですとか、そ

れがそのまま自分の利益につながるというようなものについては除いていただくことで、

補助金の申請書をこういったものに使うということで先にいただきまして、それに基づい

て購入された金額に応じて２分の１の補助をするということで決めております。ですか

ら、２００万円を補助金として受給するには４００万円使って、要するに自分で２００万

円手出しをして使わないと２００万円までにはならないということになっております。

そういったことで、できるだけお店を始めるための設備を用意していただこうというこ

とで、このような補助金の設定をさせていただいております。

以上です。

○議長（宮川 寛君） １番本田議員。

○１番（本田 学君） やっとイメージ的に、新しい業種が来たら２００万円を渡します

というふうにして捉えたもので、設備投資とかそういうきちんとしたところをやっていっ

て、こういう業種が商工会との連携の中に来ましたとなってまちづくり推進会議に出して

答申をもらってということでいいのですよね。まず１点がそれで、そういう設備投資と

か、今の中でいくのであれば、４００万円以上でないと上限２００万円の満度はもらえな

いということでいいのですね。それと、商品の仕入れだとか運転資金だとか、そういうも

のには一切使えないということで、そこの条件があるということでいいですか。

○議長（宮川 寛君） 佐々木副町長。

○副町長（佐々木敏治君） まず、整理していけばわかりやすいかと思うのですけれど

も、今の現行のまちづくり補助金がありますよね。それの新規、不在業種に限っての部分

と、それと今までのまちづくり補助金はそのまま制度として残しますから、手続は現行の

まちづくり補助金と同じ手続を踏むということなのです。そういう内容です。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） まず、今のまちづくり補助金の関係に係ることから聞きます。

大体、今、本田議員の言った形で上限があって、設備資金だということで２分の１、そ

れからその不在業種に関するということですね。

私も昨年、店を閉じたわけなのですけれども、閉じる原因というのは何にあるのかとい

うことをまず考えてほしいのですよね。というのは、需要と供給のバランスというのがあ

りまして、その中でここで商売ができなくなって、その業種が抜けていくということが現
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実的だということをまず踏まえて、そして、その中で、ではどうしても陸別に必要であれ

ば、どういうふうな支援をしていくかということを考えていかないとならないと思うので

す。ただ、今回、商工会が複合施設をつくるということで、そこに業種が足らないという

中で、その不在業種を入れるということで形が進んでいるわけなのですけれども、果たし

てそれだけで十分なのかなというふうに思うのですよ。というのは、やはり陸別で自分で

店を持ち、それから固定資産税も払い、いろいろ苦慮している業種がたくさんおります。

そういう人が逆に見ちゃうと、何でそこだけなのかなという部分というのが起きるだろう

し、それからその施設に入っている人はいいですけれども、抜けていって次にまたそうい

う不在業種がここに出て、何か事業やりたいというときもそういう対象になっていくの

か、この複合施設だけの問題で終わらせちゃうのかなというのが、それをちょっと聞いて

おきたいところです。

それと、もう一つは、地域活性化推進事業の中で薬用植物ですが、それを利用した部分

で、旅費、需用費、それから備品購入でミニ耕うん機を購入等々出ております。この事業

がある程度、５年とかそういうめどで物事が進んでいくのでしょうけれども、その進捗状

況、これがスタートして、どういうような方向でこういう動きが出ているのかということ

について、全体的にお話ししていただければと思います。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） まずは、まちづくり補助金の関係ですけれども、複合施設、

今回の商工会が建設している施設に入る方だけが対象ではなくて、町内でお店をやりたい

とか、商工会でこの業種がないということで出てきて、まちづくり推進会議のほうでこう

いった業種については必要だということを認めた場合には、どのような業種でも、認めら

れた業種につきましては、そこで補助の対象になってくると思われます。今回たまたま３

つがそこに入っていただくということなのですけれども、それだけではなくて、例えばあ

いているところを使ってやるとか、自分で新しく建ててやるとか、その場合でも対象にな

ります。その辺については、そこだけというふうに基準をつくってやっているわけではな

いということを御理解いただきたいと思います。

それから、薬用植物の進捗状況の関係ですけれども、２６年度につきましては春に植栽

をしたのが、カンゾウ、ムラサキ、キキョウ、キバナオウギという薬用植物、それから秋

にシャクヤクということで、あとプランター栽培でオタネニンジンをやって６つの薬用植

物について加工センターの向かいの畑を使って研究をしております。その中で、北海道の

創薬基盤推進研究事業というのがありまして、その中で陸別町で研究した分について名寄

の研究センター等を通して報告をしたところ、その提出されたものについて報告書のほう

に陸別でこういう研究をしているということで結果が報告されております。

その一部をちょっと読ませていただきますと、北海道陸別町において陸別町の気候、風

土に適した薬用植物を選定し、薬用植物栽培による地域活性化に係ることを目的として、

ムラサキ、キキョウ及びキバナオウギの試験栽培を行っている。１年目の薬用植物の生育
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状況調査と収穫物の調査を行ったと。草丈は、ムラサキとキキョウは生育のばらつきが大

きかった。キバナオウギは全体的に生育が良好であった。生存率は、ムラサキが８１％、

キキョウは５５％。収穫物を名寄市と比較したところ、初年度としてはまずまずの大きさ

と考えられ、陸別町における薬用植物栽培の可能性の第一歩を示すことができたと。この

ように、研究機関からも一応この６つのうちの３種については一定程度の評価を得て、こ

れに基づきまして、またいろいろ各関係機関から助言をいただきながら、次年度について

も研究を進めたいというところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 最初の部分については理解しました。

それから、その研究が薬用植物の部分で進んでいるということなのですけれども、今後

のめどというのかな、今、研究開発ということなのですけれども、そういうのが、耕うん

機も購入するということですので、今度は本格的になるのかなと思うのですけれども、そ

の辺のめどについてちょっとお伺いします。

○議長（宮川 寛君） 早坂総務課長。

○総務課長（早坂政志君） 今回、畑を毎年耕しながらやっていきたいということで進め

ますけれども、この成果については大体３年から５年ぐらいかかるだろうというふうに言

われています。そういった意味で、畑を毎年きちんとしながら成果を出していく必要があ

るということで、昨年は大型機械を使って畑を深く掘って整備をしたのですけれども、深

く掘る必要は今後なくなってくると思いますので、今度は通常に上のほうを耕しながら

やっていきたいということと、今よりももう少し広くして数量もふやしていきたいという

考えでございます。いずれにしても、まだ研究段階で、各関係機関といろいろ協議をしな

がらふやしたり、ほかの種目がないのかどうかの研究をしていきたいというところでござ

います。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ほかに。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に３款民生費２７ページ中段から、４款衛生費３２

ページ下段まで。

７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） まず一つ目は、２８ページの負担金補助及び交付金のところでお

聞きしたいと思います。

補助金の中で臨時福祉給付金と子育て世帯に対する臨時特例給付金ということで、減額

になってこの数字が上がってきていますが、この二つの補助金について、実態ですね、陸

別の状況はどのようなことであったのか、件数などお知らせいただければ嬉しいです。

それから、もう一つです。２９ページ、３款民生費の中の児童福祉総務費、需用費の中
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で１８万円、消耗品費で上がってきております。この分については、紙おむつ用のごみ袋

支給ということでしたけれども、実際にどのような形で支給していくのかということで、

支給方法について具体的に御説明をお願いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） それでは、まず２６年度臨時福祉給付金の実施

状況であります。

既にこの事業につきましては終了しておりますが、臨時福祉給付金につきましては当初

予算で計上した人数が加算を除いた分、一般的な分、１万円の分ですけれども、９５０人

を見ておりました。実績としては５４８人ということで６割程度に落ちていると。それか

ら、年金等で加算をもらえる方が７５０件を見ておりましたけれども、４９２件というこ

とで数字のほうも落ちてございます。それから、子育て世帯の特例給付金につきまして

は、当初３００人予定しておりましたけれども、実態として２２４件ということでありま

す。

それから、乳幼児の埋め立てごみ袋についてでございますけれども、これは先ほど副町

長のほうからも説明が少しあったかと思いますが、満２歳までの乳幼児を抱える御家庭、

どうしてもおむつがたくさん出てしまいますということで、おむつに対してはちょっと

今、いろいろと研究しているところでございますけれども、ごみ袋がどうしても必要とい

うことで、子育て支援の一環からごみ袋、２０リッターの埋め立てごみ袋をひと月に一

袋、１０枚入り一袋を１世帯に対して支給したいということで、今のところ２５世帯を予

定しております。積み重ねて１８万円という計算となっておりまして、これにつきまして

はうちのほうで対象がわかりますので、直接うちのほうでリストアップをした中から全員

に内容の説明と支給申請書を送り込んで、申請主義ですけれども、申請をいただいた中か

ら決定をしていって、配付の方法につきましては、いろいろな健診の際に配るとか、直

接、子どもが産まれたときに、訪問するときに配るとか、そういうことができますので、

その辺についてもまた今後検討していきたいということで、要項の整備を進めておりまし

て、一応案としてはできつつあるというところであります。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ７番河瀬議員。

○７番（河瀬洋美君） 一番目の質問の給付金については状況はわかりました。これも申

告制でしたね、たしか。そういうふうに回覧板が回っていたと思いますけれども、この当

初予定していた人数と随分かけ離れた数字が出てきている部分もあるのですけれども、こ

の給付金については、町内のそういう対象となられると想像される方々に漏れがないよう

に回ったということで把握しておいてよろしいですか。その辺の状況をちょっとお知らせ

ください。

それと、紙おむつ用のごみ袋ですけれども、説明をいただきましてわかりました。１カ

月に一袋、２０リットル入りの１０枚くらい当たるのですね。このとき、今、通常でいけ
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ばまだこれから煮詰めるようなお話でしたけれども、現在ある埋め立てのごみ袋だとすれ

ば、２０リッターというのは手ごろなサイズかなと思いますけれども、その家庭家庭に

よっては紙おむつの出し方っていろいろありますよね。そういったことから、袋のサイズ

というのは少し選べるような形にしておいても便利に使ってもらえるのではないかなとい

うふうに思います。２０リッターが一番最善かなという感じもないわけでもありません

が、その家庭によってはおむつの使い方とか買い方とかいろいろな量で、もうひとサイズ

上のサイズでもいいのかなというのもありますので、その辺、袋のサイズなんかについて

ももう少し配慮をいただければというふうに思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） まず、給付金につきましては、当初把握した人

数といいますか、予算を計上した人数につきましては、税担当のほうから直接私どもが

データをいただけないということがあります。最大限の人数を予定してと、漏れがないよ

うにということで計上した、議員御指摘のとおりでございます。それで、内容につきまし

ては、その後、民生委員とか前回の福祉灯油をやっていた時期の給付の実態から、該当す

るかどうか判明はしていませんけれども、該当しそうな方には声をかけたりして、ほぼ給

付すべき人には支給されたというふうに考えてございます。

それから、埋め立てごみ袋につきましては、お母さん方数人とお話をしまして、お子さ

んの数が多いところと少ないところとありますけれども、埋め立てごみ袋自体の対応力と

いうか耐久力の問題もありまして、余り大きいのに重たいものをたくさん詰め込んでおい

てはというのもあります。お母さん方の意見では２０リッターがということで、２０リッ

ターを選定しているということでありますので、御理解をいただきたいというふうに考え

ます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） ３１ページの予防費、委託料の各種検診事業について、ちょっと

お伺いいたします。

減額という数字になっております。資料ナンバー８の１から４の中で事業の内容がずっ

と出ております。私も昨年度とちょっと比較してみましても、検診等においても１００名

ぐらいふえているのですよね。その後の予防接種のほうについても９０人ぐらいふえてい

るのかなというふうに見て、陸別町の人口から見たらふえているということで、非常に努

力をしているなと、そういうことは評価すべきことだなと思っております。ただ、町民の

健康意識を高めるためには、やはり保健師さんも相当苦労しているのかなと思いますし、

前にも何か協議会の説明の中でも保健師さんの不足という、産休等に入っていて非常に厳

しい状況があるというようなことの中で出ておりますので、その辺も今後どういうふうに

なっていくのかなという不安を持っております。

努力の中で、数字的に利用されて検診の量がふえている、もしくは検診の中でなかなか



― 47 ―

受けていない数字も見えているようなのですけれども、その辺への努力についてはどうい

うふうに今後検討していこうとしているのか、その辺についてお伺いいたします。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 保健師が苦労しているという部分は非常にその

とおりでありますし、今後、業務がますますふえてくるということも考えると、かなり保

健師の苦労は大きいものというふうに考えております。その中で一生懸命やっていただい

ているというものであります。

検診費がでこひこしています。特に、がん検診の中でも乳がん、子宮がん検診の受診

が、予算的には減っているというのが大きいのと、あと妊婦健診が今回の資料でいきます

と、８の３の一番上に妊婦健診がございますけれども、こちらの妊婦さんの数が若干少な

くなっていますので、その分にかかる分で６０万円強の減額となってございます。妊婦健

診につきましては、受診勧奨云々ではなく実態でなるのですけれども、がん検診につきま

しては、要は保健師が未受診者勧奨なり毎年受けている方に対しては積極的に勧奨してい

るというところで、現在のところ、今やっている活動以上に保健師もしくは保健指導担当

なり保健センターがもっと受診率を上げる方法というのが非常に、今、苦慮しているとこ

ろで、ただ、今後、特定検診ですとかそういう部分の制度が若干変わってきます。その中

でシステムを使って、未受診者の把握ですとか本来受けてほしいなという方々の対象リス

トを、安易ではないですけれども少し容易につくれるようなシステムが出てくるので、そ

こら辺を利用してますます受診率を上げていきたいというふうに考えているところです。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ６番村松議員。

○６番（村松正敏君） 今の説明でわかりますけれども、やはり一番大事なのは各種検診

事業をきちんとして、町民に健康意識を高めていくということは本当に大事なことだなと

思うのですよね。やっぱり陸別町の医療費は大きな病院から離れているせいなのか、医療

費のかかり具合も少ないというふうに押さえられております。ただ、高額医療等を受ける

人がふえてくると、一気にその辺の影響が出てくるというようなこともありますので、こ

ういう過疎地域であればこそ、やっぱり住民の健康管理にソフト的な事業としてきちんと

日ごろからやっておかなければ大変なことになるなというふうに思っておりますので、そ

の辺について考えを持ってやってほしいと思います。

○議長（宮川 寛君） 丹野保健福祉センター次長。

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 先ほどちょっと説明が足りなかった部分があり

ますが、特定検診等を受けられた方に対しては積極的といいますか、受診後の検診データ

を踏まえた指導を積極的に展開しておりまして、この方々から、別の話になりますけれど

も、要介護認定に移行する方々がほとんどいないという実態があります。ですので、今、

国保の特定検診のほうに力を入れているところでありますが、町としては社保関係なく全

部やっていかなければならないということで、そちらのほうに、今、力を入れるというふ
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うに考えているところです。

以上です。

○議長（宮川 寛君） なければ、次に５款労働費、３２ページ下段から６款農林水産業

費、３６ページまで。

３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） それでは、５款の雇用再生対策費の事業者雇用促進支援というこ

とで、平成２６年度に新たにできた事業かなと思うのですけれども、現在でどのぐらいの

効果があったのか、町外、道外何名ぐらいか、この人数を教えていただきたいのと、それ

と畜産関係の畜産クラスター事業のことでお聞きしたいのですけれども、町長は先ほどの

行政報告の中で１億円の優先出資を８月までに返していただきたいということで、農協と

のあれをしたということなのですけれども、やはり今回初めて陸別町に、昭和５０年度の

第二次構造改革以来のこういう大きな事業を持ってきたわけなのですけれども、今年度も

１３億円ということなのですけれども、町のこれにかかわるかかわり方、町としてどうい

う感じで考えてかかわっていくのか。例えば、この２分の１の補助事業を使って町独自で

鹿追町のようなバイオマスプラントの増設を図るですとか、例えば町内に、最近ですと地

域が大分戸数も減って、地域自体が思ったふうにはいかなくなってきている現状がござい

ます。それで、例えば１地域にリース牧場、この２分の１を使って、あとは過疎債を使っ

て若い者を支援していくとかそういう形をとる、そういう考えがあるのかどうか。

また、今回この１３億円の事業をやるわけなのですけれども、まちに対する普及効果と

いうのはすごくあると思うのですね。今から町内の業者さん方、皆さんいろいろな話題に

なっていると思うのですけれども、例えば水道工事一つをとっても、支線から支線で総事

業費が２,０００万円ぐらいかかるという試算もされております。すぐそばに本管があっ

て、どうしてそれにすぐ支線としてつなげないのか、そういう形ですとか、例えば先ほど

ありました町道４号のこの事業で、この業者が建つことによって、町道４号の改良工事が

あるのですけれども、農協としては今年度２５トンのフルトレーラーのローリーを買っ

て、この牧場とあと大きな牧場２軒をその２５トンのローリーで配送を考えると。そうす

ると、例えば道路の幅も広げないとならないですよね。それに、先ほど１,１００万円の

測量費計上もあったわけなのですけれども、そういう時点でどういうふうにこれにかか

わっていくのか。

それと、私が非常に残念なのが、陸別町畜産クラスター協議会、この設立総会のときの

案内は、町長からの案内で各諮問機関に招集がかかったわけなのですけれども、その場に

残念ながら町長はおられませんでした。それで、会長はうちの農協の組合長になったわけ

なのですけれども、補助事業で機械だけの２分の１のリース事業でしたら西岡組合長でも

いいと思うのですけれども、足寄町も機械単独ですからＪＡの組合長がそのままこの協議

会の会長を務められているわけなのですけれども、ほかの町村は町長がこのトップに立っ

ているわけなのですよね。そこら辺をこれからどんどんやっていく中で、本当にそれでい
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いのか。町の持つ役割、また農協との協議の中で、どういうふうにこれからこの事業を成

功させていこうと思って考えておられるのか、そこら辺の御答弁をお願いします。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） まず、５款の労働費の事業者雇用促進支援事業というこ

とで、２６年度から行っております雇用促進事業の現在までの実績についてお答えをいた

します。

昨年４月以降、町内のそれぞれの会社で新たに正規に雇用された方は現時点で２１人お

られます。町内の事業体では、９社がこの制度を利用しております。その中で、町内に在

住していてこの事業に乗っている方というのは１０名、そのほかは町外からということに

なりますけれども、陸別町以外の道内から来られた方は６名、それと本州から来られた方

が５名というふうな内容になっております。また、町内の１０名の中で、今まで季節雇用

ですとか臨時雇用だった人が正規雇用になったという方が４名おられました。

畜産クラスターの関係でありますけれども、議員のおっしゃられたこの事業を使って町

でバイオマスですとかリース牧場ということにつきましては、今後いろいろな情勢を見な

がら検討していきたい、町でやるのかどうかというところも含めて町全体で検討していく

必要があるかなというふうに考えております。バイオにつきましても、個別でやるですと

か集合でやるとかいろいろパターンがありますので、それぞれについてどのようなやり方

が陸別に適しているか、それと農業者の方の理解が得られるかどうかも含めて慎重に検討

していかなければならないかと思っております。

リース牧場につきましては、現在は農業公社でリース事業というのもやっておりまし

て、公社もこのクラスターでまた今後もやっていくというような内容もございますので、

そこら辺との兼ね合いもございますので、これらの状況を見ながら町内関係機関、それと

クラスター関係機関とも協議をしながら検討していきたいというふうに考えております。

それと、クラスター設立総会が１月１３日ということで、関係機関の皆さまには町長の

名前で御案内というふうになっておりました。ただ、その設立総会の進め方につきまして

は、事務局のほうでちょっと手違いといいますか、その場に町長がいなかったということ

で、これはちょっと反省をするところであります。ただ、このクラスター自体は町主導と

いうことではなくて地域全体というふうに考えておりますので、代表につきましては農業

者の代表ということにもなりますけれども、陸別町農業協同組合の西岡組合長にやってい

ただくということで進めております。事務局については役場のほうで取り扱うというふう

に考えております。

私のほうからは以上であります。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 今の質問の中で、一部水道管の話と道路の関係があったの

で、その件についてお答えいたします。

近くに通っている水道管というのは、これは送水管でありまして配水管ではないので、
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送水管というのはあくまでも川向にある配水池に一度持ち上げるまでの送水という管でご

ざいますので、そこから分岐して近くの施設に水を供給するということは町全体に及ぼす

影響が大きいということで非常に難しいということです。

それで、配水管につきましては、南２線だったと思うのですけれども、松䑓さんのとこ

ろにありますので、そこから引くのが一般的に考えることだというふうに考えておりま

す。それで、延長的に長いので、管を布設するとなると、聞いたところによりますと、牛

を５００頭ほど飼うということでございますので、給水管が結構太い管になるということ

で、ちょっと金額的には多くなるということでございます。それで、設計費と工事費を合

わせると、大体、町でやった場合でありますと２,０００万円ぐらいかかるということで

ございます。

それと、道路の件につきましては、現在、町道ではございますが、砂利道で３メーター

ほどしかないということで、今回の測量設計も予算で８款のほうで見ていますけれども、

その測量設計に関しましては、今のところ有効幅員６メーターの道路を想定して、大型車

両同士は交差はできませんが、ところどころに待避所をつくって交差できるような形の最

低限の道路をつくって、そういった設計のもと設計費を今回計上しているところでござい

ます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） ３番多胡議員。

○３番（多胡裕司君） 先ほどの事業所の報告、推進事業のほうで、２１名の大きな成果

が得られているということで確認をいたしました。

それで、クラスター事業なのですけれども、やはり町の持つ大きな意味というのはある

と思うのですよね。例えば、取得税または固定資産税、いろいろな面で相当な額が恐らく

入ってくると思うのですよね、今回のこの事業。それで、ぜひともやはり町としてはこう

いうことを考えると、やはり陸別町の酪農畜産を残すという意味では、いろいろなかかわ

りを積極的にしていただきたいと。また、先ほどバイオマス関係もあったのですけれど

も、バイオマス関係の調査費も今年度、国のほうから２００万円という調査費も出るよう

な形にはなっております。だから、ぜひともそういういろいろな調査費をいただいて、い

ろいろな形で調査をして、何が一番いいのか、何が考えられるのかということをきちんと

やっていただきたいのと、当然バイオマスをやるということになれば相当な水の量がかか

ると思うのですよね。それで、総体的にいろいろなことを考えて、先ほど課長が言ったよ

うに２,０００万円の事業費がかかるのだったらポンプアップをして自力でやるとか、そ

ういう形も考えられてくると思うのですよね。だけれども、しかしながら町としては水道

事業を持っているわけですから、いろいろな面で相当な量を使うわけですから、そこら辺

も鑑みていろいろな形で検討していただきたいと思いますけれども、どうですか。

○議長（宮川 寛君） 副島産業振興課長。

○産業振興課長（副島俊樹君） クラスターの関係で、バイオマスの関係ですね。補助事
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業などについては、こちらのほうではまだ詳細はつかんでいないところはありますけれど

も、いずれにしても２７年度については補助がつく、つかないは別にしていろいろ調査な

どをやっていかなければならないかなというふうには考えております。

○議長（宮川 寛君） 高橋建設課長。

○建設課長（高橋 豊君） 水道管の２,０００万円の話でございますが、事前にユニ

バースさんからも相談されてはいるのですけれども、建物を建てたときに配水管から引っ

張るのはあくまでも個人負担、一般家庭でいうと給水管という扱いになりますよと、そう

いった説明をしております。ユニバースさんとも話をして、一般的には一般家庭と同じよ

うに配水管から引っ張るのは個人負担の給水管という基本的な説明をさせていただきまし

た。その中で、今回は口径がでかいということで、先ほど議員おっしゃられたように水量

がかなり使われるということで、口径７５ミリになるのかなというふうに考えておりま

す。

それで、その中で７５ミリの口径ということで、管理上ユニバースさんが厳しいという

ことであれば、７５ミリの口径ということで、これをユニバースさんがつくった後に寄附

みたいな形で町に渡していただくと。そして、その後の維持管理については町でするとい

うような基本的な説明はさせていただきました。そのようなことで、あくまでも基本論と

いうか、そういった説明だけはさせていただいたところではございます。

それと、その中で地下水も考えているという話は言われてはいましたけれども、当然、

地下水を掘って水が出た暁には、当然、水道水はそれほど使われないということも聞いて

おりますので、そこら辺の兼ね合いもありまして、町としてはあくまでも基本的な考えを

説明したところでございます。

以上です。

○議長（宮川 寛君） よろしいですか。

次に、７款商工費、３７ページから９款消防費、４０ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に１０款教育費、４１ページから１２款公債費、４

６ページまで。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に、歳出全般について行います。ただし、款ごとの

質疑は終わりましたので、他の款との関連あるもののみにいたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 以上で、歳出についての質疑を終わります。

次に、歳入全般について質疑を行います。

歳入の事項別明細書は、１０ページから１８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認め、以上で歳入についての質疑を終わります。
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次に、第２条繰越明許費の補正、第３条債務負担行為の補正及び第４条地方債の補正に

ついて質疑を行います。６ページから９ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 最後に、歳入歳出全般についての質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 質疑なしと認め、以上で質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第２号平成２６年度陸別町一般会計補正予算（第１２号）を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。

３時５分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５０分

再開 午後 ３時０５分

○議長（宮川 寛君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

これから、議案第３号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

４号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから１０ページまでを参照してください。ありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第３号平成２６年度陸別町国民健康保険事業勘定特別会計補正予算（第

４号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。
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これから、議案第４号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第５号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正の全般について行います。

事項別明細書は、５ページから８ページまでを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２表債務負担行為について質疑を行います。

４ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第４号平成２６年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正

予算（第５号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第５号平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の

質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、次に第２表地方債補正について質疑を行います。

４ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第５号平成２６年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）を

採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第６号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、５ページから８ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 次に、第２表債務負担行為、第３表地方債補正について質疑を行

います。

４ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） なければ、これで質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第６号平成２６年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。

これから、議案第７号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから９ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第７号平成２６年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第３

号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第８号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

の質疑を行います。

第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。

事項別明細書は、４ページから５ページを参照してください。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） これで、質疑を終わります。

これから、討論を行います。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 討論なしと認め、これで終わります。

これから、議案第８号平成２６年度陸別町後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。

────────────────────────────────────

◎散会の議決

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日は、これにて散会したいと思います。

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（宮川 寛君） 異議なしと認めます。

───────────────────────────────────

◎散会宣告

────────────────────────────────────

○議長（宮川 寛君） 本日は、これにて散会いたします。

散会 午後 ３時１３分


